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令和５年度調査全体の概要①

調査項目 各項目において調査対象となる施設

（1）一般病棟入院基本料等における「重症度、医療・看護必要
度」の施設基準等の見直しの影響について（その１） 一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料、専門病院入院基本料、特定

集中治療室管理料、小児特定集中治療室管理料等の届出を行っている医療機
関（2）特定集中治療室管理料等の集中治療を行う入院料の見

直しの影響について

（3）地域包括ケア病棟入院料及び回復期リハビリテーション病
棟入院料の実績要件等の見直しの影響について

地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料、回復期リハビリテーション病棟入院
料の届出を行っている医療機関

（4）療養病棟入院基本料等の慢性期入院医療における評価
の見直しの影響について

療養病棟入院基本料、緩和ケア病棟入院料等の届出を行っている医療機関

（5）新興感染症等にも対応できる医療提供体制の構築に向け
た評価等について（その１）

感染対策向上加算、外来感染対策向上加算、急性期充実体制加算、重症患者
対応体制強化加算の届出を行っている医療機関等

（6）医療従事者の負担軽減、医師等の働き方改革の推進に係
る評価等について

病院勤務医・看護職員の負担軽減に資する取組を要件とする項目を届け出てい
る医療機関等

（7）外来医療に係る評価等について（その１）
機能強化加算、地域包括診療料、外来感染対策向上加算、外来腫瘍化学療法
診療料の届出等を行っている医療機関

調査対象施設の区分に応じて、次頁の通りA票からＥ票及び一般票に整理

○ 調査方法：調査は原則として調査票の配布・回収により実施する。

○ 調査票：対象施設に対して「施設調査票」、「病棟調査票」、「治療室調査票」又は「患者票」を配布する。

※患者票による調査は、配布対象となる医療機関において、無作為に１施設あたり８名ずつ抽出していただき実施する。

○ 調査対象施設：調査の対象施設は、施設区分毎に整理した調査票の対象施設群から、無作為に抽出する。

○ 調査負担軽減のため、施設調査票及び患者票の一部については、診療実績データ（DPCデータ）での代替提出を可能とする。
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調査票 関連する調査項目 調査対象となる施設 対象施設数

Ａ票

（１）一般病棟入院基本料等における「重症度、医療・看護必要
度」の施設基準等の見直しの影響について（その２）

（２）特定集中治療室管理料等の集中治療を行う入院料の見直
しの影響について（その２）

（４）療養病棟入院基本料等の慢性期入院医療における評価の
見直しの影響について（その２）

（５）新興感染症等にも対応できる医療提供体制の構築に向け
た評価等について（その２）

（６）医療従事者の負担軽減、医師等の働き方改革の推進に係
る評価等について（その２）

一般病棟入院基本料、特定機能病院入
院基本料、専門病院入院基本料、特定
集中治療室管理料、小児特定集中治療
室管理料、小児入院医療管理料、感染
対策向上加算、急性期充実体制加算、
重症患者対応体制強化加算、療養病棟
入院基本料、緩和ケア病棟入院基本料
等の届出を行っている医療機関

約3,100施設

Ｂ票

（３）地域包括ケア病棟入院料及び回復期リハビリテーション病
棟入院料の実績要件等の見直しの影響について（その２）

（５）新興感染症等にも対応できる医療提供体制の構築に向け
た評価等について（その２）

地域包括ケア病棟入院料・入院医療管
理料、回復期リハビリテーション病棟入
院料等の届出を行っている医療機関

約1,600施設

Ｅ票
（５）新興感染症等にも対応できる医療提供体制の構築に向け
た評価等について（その２）

（７）外来医療に係る評価等について（その２）

機能強化加算、地域包括診療料、外来
感染対策向上加算、外来腫瘍化学療法
診療料の届出等を行っている医療機関

約2,000施設

Ｆ票
（５）新興感染症等にも対応できる医療提供体制の構築に向け
た評価等について（その２）

（７）外来医療に係る評価等について（その２）
（一般の方へのWeb調査） （約1,000人）

ヒアリング
（８）医療資源の少ない地域における保険医療機関の実態につ
いて

医療資源の少ない地域に所在する保険
医療機関（病院・診療所）

約10施設

令和５年度調査全体の概要②
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入
院

調査の対象施設群
（届出入院料等）

調査対象施
設数

回収施設数
（回収率）

病棟票 治療室票 患者票

急性期一般入院基本料等 2,300
15,43

（49.8%）
5,839 1,365 -

地域包括ケア病棟入院料、回復

期リハビリテーション病棟入院料
1,600

831

（51.9%）
1,245 - -

療養病棟入院基本料 400
159

（39.8%）
264 - -

緩和ケア病棟入院料 400
221

（55.3%）
1,319 - -

（入院総計） 4,700
2,374

（50.5%）
7,084 1,365 -

外
来

機能強化加算、地域包括診療料、

外来感染対策向上加算、外来腫

瘍化学療法診療料の届出等を

行っている病院及び診療所

2,000
704

（35.2%）
- - 2,744

一
般

調査の対象
調査対象人

数
回収人数
（回収率）

オンライン調査 2,000 2,244

入
院

調査の対象施設群
（届出入院料等）

調査対象施
設数

回収施設数
（回収率）

病棟票 治療室票

急性期一般入院基本料等 2,300
1,266

（55.0%）
3,838 1,132

地域一般入院基本料、地域包括

ケア病棟入院料、回復期リハビ

リテーション病棟入院料等

1,500
758

（50.5%）
806 -

療養病棟入院基本料 1,500
679

（45.3%）
529 -

障害者施設等入院基本料、特殊

疾患病棟入院料等
900

439

（48.8%）
411 -

（総計） 6,200
3,142

（50.7%）
5,584 1,132

○令和５年度入院・外来医療等における実態調査の回収状況

（参考）令和３年度入院医療等における実態調査の回収状況

令和５年度調査の回収状況
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調査項目

【令和４年度】

（１）一般病棟入院基本料等における「重症度、医療・看護必要度」の施設基準等の見直しの影響について

（２）特定集中治療室管理料等の集中治療を行う入院料の見直しの影響について

（３）地域包括ケア病棟入院料及び回復期リハビリテーション病棟入院料の実績要件等の見直しの影響について

（４）療養病棟入院基本料等の慢性期入院医療における評価の見直しの影響について

（５）新興感染症等にも対応できる医療提供体制の構築に向けた評価等について

（６）医療従事者の負担軽減、医師等の働き方改革の推進に係る評価等について

（７）外来医療に係る評価等について

【基本的な考え方】
• 以下に掲げる項目について、令和４年度及び令和５年度の２か年で調査を実施する。

• 経過措置の設定の状況も踏まえながら、効果を検証するまでに一定程度の期間が必要であるもの等につい
ては令和５年度調査として実施する。

• 令和４年度調査で実施するものについても、改定による効果がより明らかになるよう、経過措置のあるものは
経過措置終了後に調査期間を設定する等の工夫を行う。

【令和５年度（案）】

（１）一般病棟入院基本料等における「重症度、医療・看護必要度」の施設基準等の見直しの影響について（その２）

（２）特定集中治療室管理料等の集中治療を行う入院料の見直しの影響について（その２）

（３）地域包括ケア病棟入院料及び回復期リハビリテーション病棟入院料の実績要件等の見直しの影響について（そ
の２）

（４）療養病棟入院基本料等の慢性期入院医療における評価の見直しの影響について（その２）

（５）新興感染症等にも対応できる医療提供体制の構築に向けた評価等について（その２）

（６）医療従事者の負担軽減、医師等の働き方改革の推進に係る評価等について（その２）

（７）外来医療に係る評価等について（その２）

（８）医療資源の少ない地域における保険医療機関の実態について 5



【附帯意見（抜粋）】

２ 一般病棟入院基本料や高度急性期医療に係る評価、地域で急性期・高度急性期医療を集中的・効率的に
提供する体制について、今回改定による影響の調査・検証を行うとともに、入院患者のより適切な評価指標や
測定方法等、入院料の評価の在り方等について引き続き検討すること。

４ ＤＰＣ／ＰＤＰＳ、短期滞在手術等基本料について、今回改定による影響の調査・検証を行うとともに、医療の
質の向上と標準化に向け、診療実態を踏まえた更なる包括払いの在り方について引き続き検討すること。

５

（１）一般病棟入院基本料等における「重症度、医療・看護必要度」の施設基
準等の見直しの影響について（その２）

【調査内容案】
調査対象：一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料、専門病院入院基本料等の届出を行っている医療機関
調査内容：（１）各医療機関における入院料の届出状況、職員体制、勤務状況

（２）重症度、医療・看護必要度の該当患者割合の状況、急性期充実体制加算の届出状況
（３）各入院料等における患者の状態、医療提供内容、平均在院日数、入退院支援、退院先の状況

等

【関係する改定内容】
①一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の評価項目及び判定基準の見直し
②一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の該当患者割合に係る施設基準の見直し
③一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの要件化
④短期滞在手術等基本料の要件及び評価の見直し

令和５年度調査
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【関係する改定内容】
①特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度の見直し

②救命救急入院料及び特定疾患療養管理料における算定上限日数の延長、重症患者対応に係る体制
の評価の新設等

③早期からの回復に向けた取組の評価の見直し

（２）特定集中治療室管理料等の集中治療を行う入院料の見直しの影響に
ついて（その２）

【附帯意見（抜粋）】

２ 一般病棟入院基本料や高度急性期医療に係る評価、地域で急性期・高度急性期医療を集中的・効率的
に提供する体制について、今回改定による影響の調査・検証を行うとともに、入院患者のより適切な評価
指標や測定方法等、入院料の評価の在り方等について引き続き検討すること。

【調査内容案】

調査対象：特定集中治療室管理料、小児特定集中治療室管理料等を算定している患者の入院している医療
機関

調査内容：（１）重症度、医療・看護必要度の該当患者割合の状況
（２）当該管理料等における患者の状態、医療提供内容、入退室状況、生理学的スコア
（３）重症患者対応体制強化加算の届出状況 等

令和５年度調査
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【関係する改定内容】
①地域包括ケア病棟入院料における実績要件及び施設基準等の見直し
②地域包括ケア病棟入院料の初期加算の見直し
③回復期リハビリテーション病棟入院料の評価体系及び要件等の見直し
④回復期リハビリテーション病棟入院料における回復期リハビリテーションを要する状態の見直し

（３）地域包括ケア病棟入院料及び回復期リハビリテーション病棟入院料の
実績要件等の見直しの影響について（その２）

【附帯意見（抜粋）】

３ 地域包括ケア病棟入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料、療養病棟入院基本料等について、今
回改定による影響の調査・検証を行うとともに、求められている役割の更なる推進や提供されている医療
の実態の反映の観点から、入院料の評価の在り方等について引き続き検討すること。

【調査内容案】

調査対象：地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料、回復期リハビリテーション病棟入院料の届出を行ってい
る医療機関

調査内容：（１）地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料の届出を行っている医療機関における在宅医療・救急
医療等の提供状況

（２）回復期リハビリテーション病棟入院料の届出を行っている医療機関におけるリハビリテーションの
提供状況及びその実績等の状況

（３）各入院料等における患者の状態、医療提供内容、平均在院日数、入退院支援、退院先の状況 等

令和５年度調査
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【関係する改定内容】
①中心静脈栄養を実施している状態の患者に対する嚥下機能評価体制の要件化

②療養病棟入院基本料の経過措置の取扱いの見直し
③障害者施設等入院基本料の脳卒中患者等に係る入院料の見直し
④緩和ケア病棟入院料の評価体系の見直し

（４）療養病棟入院基本料等の慢性期入院医療における評価の見直しの
影響について（その２）

【附帯意見（抜粋）】

３ 地域包括ケア病棟入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料、療養病棟入院基本料等について、今
回改定による影響の調査・検証を行うとともに、求められている役割の更なる推進や提供されている医療
の実態の反映の観点から、入院料の評価の在り方等について引き続き検討すること。

【調査内容案】

調査対象： 療養病棟入院基本料、障害者施設等入院基本料、緩和ケア病棟入院料等の届出を行っている
医療機関

調査内容：（１）各医療機関における入院料の届出状況、職員体制、勤務状況
（２）入院患者の医療区分別患者割合の状況

（３）各入院料等における患者の状態、医療提供内容、平均在院日数、入退院支援、退院先、看取
りの取組の状況 等

令和５年度調査
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【関係する改定内容】

①感染対策向上加算、外来感染対策向上加算の新設
②感染症対応も踏まえた評価の新設等

（５）新興感染症等にも対応できる医療提供体制の構築に向けた評価等
について（その２）

【附帯意見（抜粋）】
15 新型コロナウイルス感染症への対応に引き続き取り組みつつ、新興感染症等にも対応できる医療提供

体制の構築に向け、感染対策向上加算、外来感染対策向上加算等について、今回改定による影響の調
査・検証を行うとともに、診療報酬上の対応の在り方について引き続き検討すること。

【調査内容案】

調査対象：感染対策向上加算、外来感染対策向上加算、急性期充実体制加算、重症患者対応体制強化加算
の届出を行っている医療機関等

調査内容：（１）感染対策向上加算、外来感染対策向上加算の届出状況、他の保険医療機関等との連携状況
（２）急性期充実体制加算、重症患者対応体制強化加算の届出状況

等

令和５年度調査
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【関係する改定内容】
① 地域医療体制確保加算、手術・処置の時間外加算１等の見直し
② 夜間看護配置、看護補助者の配置等に係る評価の見直し
③ 医師事務作業補助体制加算、病棟薬剤業務実施加算の見直し

（６）医療従事者の負担軽減、医師等の働き方改革の推進に係る評価等
について（その２）

【附帯意見（抜粋）】

９ 医師の働き方改革の推進や、看護補助者の活用及び夜間における看護業務の負担軽減、チーム医療の
推進に係る診療報酬上の見直しについて、今回改定による影響の調査・検証を行うとともに、実効性のあ
る適切な評価の在り方等について引き続き検討すること。

【調査内容案】

調査対象： 病院勤務医・看護職員の負担軽減に資する取組を要件とする項目（総合入院体制加算、医師事務作
業補助体制加算、急性期看護補助体制加算、看護職員夜間配置加算、看護補助加算、病棟薬剤業務
実施加算、地域医療体制確保加算、処置・手術の休日加算１・時間外加算１・深夜加算１等、時間外受
入体制強化加算（小児入院医療管理料））を届け出ている医療機関 等

調査内容： 負担軽減に資する取組を要件とする加算の届出状況、職員体制（常勤配置等）、勤務状況（医師、看
護職員の勤務時間等）、負担軽減に資する取組の実施状況及び今後取り組む予定の事項等

等

令和５年度調査
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（７）外来医療に係る評価等について（その２）

【関係する改定内容】
① かかりつけ医機能に係る評価の見直し、医療機関間の連携に係る評価の見直し
② 紹介状なしで受診する場合等の定額負担の見直し、外来医療の機能分化に係る評価の見直し

【調査内容案】

調査対象：機能強化加算、地域包括診療加算、外来感染対策向上加算、外来腫瘍化学療法診療料等の届出
等を行っている医療機関等、受診時定額負担の対象となる医療機関

調査内容：（１）かかりつけ機能を有する医療機関の普及状況、関係医療機関等との連携状況
（２）紹介状なしの病院受診時の定額負担の徴収状況や、外来機能分化の取組状況

等

【附帯意見（抜粋）】

５ かかりつけ医機能の評価について、今回改定による影響の調査・検証を行うとともに、医療計画の見直し
に係る議論も踏まえながら、専門医療機関との機能分化・連携強化に資する評価の在り方等について引き
続き検討すること。また、紹介状なしで受診する場合等の定額負担、紹介受診重点医療機関の入院医療
の評価等について、今回改定による影響の調査・検証を行うとともに、外来医療の機能分化・強化、連携の
推進について引き続き検討すること。

令和５年度調査
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１．共通項目

２．令和５年度各調査項目

（１）一般病棟入院基本料等における「重症度、医療・看護必要度」の施設基準等の見直しの影響に

ついて（その２）

（２）特定集中治療室管理料等の集中治療を行う入院料の見直しの影響について（その２）

（３）地域包括ケア病棟入院料及び回復期リハビリテーション病棟入院料の実績要件等の見直しの

影響について（その２）

（４）療養病棟入院基本料等の慢性期入院医療における評価の見直しの影響について（その２）

（５）新興感染症等にも対応できる医療提供体制の構築に向けた評価等について（その２）

（６）医療従事者の負担軽減、医師等の働き方改革の推進に係る評価等について（その２）

（７）外来医療に係る評価等について（その２）

（８）医療資源の少ない地域における保険医療機関の実態について

３．その他の調査結果
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入院料ごとの平均在院日数及び病床利用率

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（施設票）※各年３～５月
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１．共通項目

２．令和５年度各調査項目

（１）一般病棟入院基本料等における「重症度、医療・看護必要度」の施設基準等の見直しの影響に

ついて（その２）

（２）特定集中治療室管理料等の集中治療を行う入院料の見直しの影響について（その２）

（３）地域包括ケア病棟入院料及び回復期リハビリテーション病棟入院料の実績要件等の見直しの

影響について（その２）

（４）療養病棟入院基本料等の慢性期入院医療における評価の見直しの影響について（その２）

（５）新興感染症等にも対応できる医療提供体制の構築に向けた評価等について（その２）

（６）医療従事者の負担軽減、医師等の働き方改革の推進に係る評価等について（その２）

（７）外来医療に係る評価等について（その２）

（８）医療資源の少ない地域における保険医療機関の実態について

３．その他の調査結果
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一般病棟入院基本料等を届け出ている病棟等における平均在院日数

○ 急性期一般入院料１においては、急性期充実体制加算の届出のある施設のほうが届出のない施設よりも
平均在院日数が短い傾向にあった。

〇 急性期一般入院料２～３においては、令和４年と比べて平均在院日数が約１日減少していた一方で、病床
利用率も約4.5％低下していた。

入院料ごとの各施設の平均在院日数（日） 入院料ごとの各施設の病床利用率（％）

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（施設票）
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○ 急性期一般入院料１の中では、急性期充実体制加算の届出がない施設のほうが在宅復帰率が95％以
上の割合が大きかった。

○ 令和３年と令和４年では大きな傾向の違いはみられなかった。

令和３年８～10月における各施設の在宅復帰率の分布 令和４年８～10月における各施設の在宅復帰率の分布

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（施設票）

一般病棟入院基本料等を届け出ている病棟における各施設の在宅復帰率
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○ 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの届出状況は、許可病床数200床以上の急性期一般入院料
１～３の施設ではほぼ100％だが、急性期一般入院料４～６の施設では許可病床数400床以上でも80％
だった。

許可病床数別の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ・Ⅱの届出状況

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（施設票）
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■許可病床別の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ・Ⅱの届出状況（令和５年６月１日時点）
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（n=5） 【必要度Ⅱを要件とする対象病院】
許可病床数が200床以上の保険医療機関であって、急性

期一般入院料１に係る届出を行っている病棟及び許可病
床数が400床以上の保険医療機関であって、急性期一般
入院料２から５までに係る届出を行っている病棟
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○ 重症度、医療・看護必要度Ⅰの該当患者割合は、令和４年から５年にかけて急性期一般入院料１で約
４％、急性期一般入院料４で約３％低下していた。

○ 重症度、医療・看護必要度Ⅱの該当患者割合は、令和４年から５年にかけて急性期一般入院料１で約
４％、急性期一般入院料４で約２％低下していた。

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（施設票）

一般病棟入院基本料の重症度、医療・看護必要度の該当患者割合の比較（R4/R5）

R4 R5いずれも回答した施設における重症度、医療・看護必要度の該当患者割合（平均）

（重症度、医療・看護必要度Ⅰ） （重症度、医療・看護必要度Ⅱ）

39.1

32.1

31.3

27.5

19.1

39.1

35.4

28.3

28.7

25.8

15.8

39.2

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

急性期一般入院料1 (n=672)

急性期一般入院料2～3 (n=54)

急性期一般入院料4 (n=228)

急性期一般入院料5 (n=51)

急性期一般入院料6 (n=100)

専門病院入院基本料 (n=7)

令和4年1月～3月 令和5年1月～3月

37.2

35.6

28.9

22.6

13.0

37.3

36.0

34.2

30.9

26.3

22.6

8.5

34.0

34.0

0 5 10 15 20 25 30 35 40

急性期一般入院料1 (n=672)

急性期一般入院料2～3 (n=54)

急性期一般入院料4 (n=228)

急性期一般入院料5 (n=51)

急性期一般入院料6 (n=100)

専門病院入院基本料 (n=7)

特定機能病院入院基本料 (n=59)

令和4年1月～3月 令和5年1月～3月

19



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

急１(n=672施設)

急１・急性期充実体制加算届出あり(n=143施設)

急１・急性期充実体制加算届出なし(n=518施設)

急２-３(n=54施設)

急４-６(n=377施設)

地域１-２(n=72施設)

地域３(n=148施設)

特定機能病院(n=61施設)

※地域包括ケア病棟（一般病棟入院基本料の届出なし）(n=169施設)

１．高度救急救命センター ２．救急救命センター ３．１，２以外の救急告示医療機関 ４．その他

入院料ごとの救急医療の提供体制

○ 届出を行っている一般病棟入院基本料の種別ごとの救急医療の提供体制は以下のとおり。

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（速報値、施設票A及び施設票B）

届出を行っている一般病棟入院基本料の種別ごとの救急医療の提供体制
（令和５年６月１日時点）
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救急搬送の受入の状況①

○ 入院料及び救急医療の提供体制別の令和４年度における救急搬送受入件数は以下のとおりであり、急性期一般入院
料１以外では、救急告示病院であっても受入件数が少なかった。

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（施設票A及び施設票B）

一般病棟入院基本料の届出状況等ごとの救急搬送受入件数
（令和４年４月１日～令和５年３月31日）

（件）
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0% 20% 40% 60% 80%

病棟で急性期の患者を受け入れる医師の体制

病棟で急性期の患者を受け入れる看護職員の…

要介護者等の入院患者に対してリハビリテーション…

要介護者等の入院患者に十分なケアを提供でき…

休日・夜間に入院患者を受け入れる医師の体制

休日・夜間に入院患者を受け入れる病棟（看護…

救急外来において患者・家族からの電話対応・…

救急外来において他院への搬送を見据えた患者…

現状、地域において自院が受け入れるニーズがない

その他

急１・救命救急センターなし(n=499施設)

急２-３(n=54)

急４(n=228)

地域一般１-２(n=72)

地ケアを有する施設(一般病棟入院基本料の届出なし)(n=324)

病棟で急性期の患者を受け入れる医師の体制

病棟で急性期の患者を受け入れる看護職員の体制

要介護者等の入院患者に対してリハビリテーションを
実施する体制

要介護者等の入院患者に十分なケアを提供できる人員
体制

休日・夜間に入院患者を受け入れる医師の体制

休日・夜間に入院患者を受け入れる病棟（看護職員）
の体制

救急外来において患者・家族からの電話対応・受診相
談を受ける体制

救急外来において他院への搬送を見据えた患者情報の
収集や他院との連絡調整を行う体制

現状、地域において自院が受け入れるニーズがない

その他

救急搬送の受入の状況②

各医療機関において救急搬送をより多く受けるために必要な体制

(各項目に該当する割合)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

病棟で急性期の患者を受け入れる医師の体制

病棟で急性期の患者を受け入れる看護職員…

要介護者等の入院患者に対してリハビリテー…

要介護者等の入院患者に十分なケアを提供…

休日・夜間に入院患者を受け入れる医師の体制

休日・夜間に入院患者を受け入れる病棟…

救急外来において患者・家族からの電話対…

救急外来において他院への搬送を見据えた患…

現状、地域において自院が受け入れるニーズが…

その他

急１・救命救急センターなし(n=499施設)

急２-３(n=54)

急４(n=228)

地域一般１-２(n=72)

地ケアを有する施設(一般病棟入院基本料の届出なし)(n=324)

病棟で急性期の患者を受け入れる医師の体制

病棟で急性期の患者を受け入れる看護職員の体制

要介護者等の入院患者に対してリハビリテーションを
実施する体制

要介護者等の入院患者に十分なケアを提供できる人員
体制

休日・夜間に入院患者を受け入れる医師の体制

休日・夜間に入院患者を受け入れる病棟（看護職員）
の体制

救急外来において患者・家族からの電話対応・受診相
談を受ける体制

救急外来において他院への搬送を見据えた患者情報の
収集や他院との連絡調整を行う体制

現状、地域において自院が受け入れるニーズがない

その他

(「最も該当する要素」として選択されている割合)

○ 救急搬送をより多く受けるために必要な要素としては、看護職員の体制強化を選択する医療機関が多かった。一方で、
「最も該当する要素」 としては、医師の体制強化を選択する医療機関が多かった。

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（速報値、施設票A及び施設票B） 22



急性期病院等における転院搬送の実施状況

入院患者の種別ごとの他院での入院を目的とした転院搬送実施を実施している割合
（令和５年５月の状況）

○ 特定機能病院や、急性期一般入院料１を届け出ている医療機関のうち高度救命救急センター/救命救急センターを
有する医療機関では、自院における初期対応（救急外来）において入院治療が必要だが高度急性期病院以外で対
応が可能と判断した患者に対する転院搬送の実施率が高かった。

n

自院における急性期治療（入

院）の後に継続的な加療が必

要な患者

自院の治療（入院）よりも更

に高度又は専門的な治療が必

要な患者

高度急性期病院（自院）にお

ける初期対応（救急外来）で

入院治療が必要だが高度急性

期病院以外で対応可能と判断

された患者

自院における初期対応（救急

外来）で入院治療が必要だが

転院元よりも更に高度又は専

門的な入院医療が必要と判断

された患者

急１全体 511~543 91.5% 85.4% 11.9% 25.4%

急１・急性期充実体制加算届出あり 94~105 93.3% 78.4% 16.0% 25.5%

急１・急性期充実体制加算届出なし 413~434 91.0% 87.2% 10.7% 25.2%

急１・高度救急救命/救急救命センターあり 86~95 96.8% 79.8% 24.4% 31.4%

急１・その他救急告示病院 400~421 91.4% 87.4% 10.0% 25.0%

特定機能病院全体 33~37 94.6% 45.7% 33.3% 17.6%

特定機能病院・高度救急救命/救急救命センターあり 20~23 95.7% 36.4% 50.0% 19.0%

急２-３ 47~51 76.0% 80.4% 4.3% 17.0%

急２-３・救急告示病院 42~45 79.5% 82.2% 4.8% 19.0%

急４-６ 305~326 59.7% 68.7% 4.9% 16.8%

急４-６・救急告示病院 206~222 70.3% 72.9% 6.8% 22.5%

地域１-２ 53~58 48.3% 63.8% 1.9% 7.3%

地域１-２・救急告示病院 36~41 52.5% 70.7% 2.8% 8.1%

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（速報値、施設票A） 23



入院料ごとの病棟における他院からの転院患者の受入状況

○ 他院からの転院搬送の受入状況としては、急性期病院では転院元の治療よりも更に高度・専門的な治療が必要とされ
た患者を受け入れている割合が高く、地域包括ケア病棟では、急性期治療の後に継続的な治療が必要な患者を受け入
れている割合が高かった。

○ 高度急性期病院における初期対応で入院治療が必要だが高度急性期病院以外で対応可能と判断された患者を受け
入れている割合は、急性期一般入院料４-６や地域一般入院料を算定する病棟において高かった。

各入院料を算定する病棟における他院からの転院患者の受入実施の割合
（施設ごとの実施割合、令和５年５月の状況）

n

転院元における急性期治療

（入院）の後に継続的な加療

が必要な患者

転院元の治療（入院）よりも

更に高度又は専門的な治療が

必要な患者

高度急性期病院における初期

対応（救急外来）で入院治療

が必要だが高度急性期病院以

外で対応可能と判断された患

者

転院元における初期対応（救

急外来）で入院治療が必要だ

が転院元よりも更に高度又は

専門的な入院医療が必要と判

断された患者

急１全体 272 49.6% 55.5% 4.4% 23.9%

急１・急性期充実体制加算届出あり 44 22.7% 56.8% 0.0% 22.7%

急１・急性期充実体制加算届出なし 224 55.4% 55.8% 5.4% 24.6%

急１・高度救急救命/救急救命センター 40 32.5% 70.0% 0.0% 37.5%

急１・その他救急告示病院 55.2% 55.7% 5.2% 23.3%

特定機能病院 20 30.0% 65.0% 5.0% 40.0%

急２-３ 26 46.2% 34.6% 3.8% 11.5%

急２-３・救急告示病院 22 54.5% 36.4% 4.5% 13.6%

急４-６ 205 47.3% 15.6% 4.9% 6.8%

急４-６・救急告示病院 130 57.7% 18.5% 7.7% 8.5%

地域１-２ 41 34.1% 4.9% 12.2% 2.4%

地域１-２・救急告示病院 27 44.4% 7.4% 14.8% 3.7%

地ケア全体 356 54.5% 3.9% 2.2% 1.1%

地ケア・一般病棟入院基本料なし 106 70.8% 4.7% 2.8% 0.9%

地ケア・一般病棟入院基本料なし・40床以上 74 75.7% 5.4% 4.1% 1.4%

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（速報値、施設票A・B、病棟票A・B） 24



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

病棟で急性期の患者を受け入れる

医師の体制

病棟で急性期の患者を受け入れる

看護職員の体制

要介護者等の入院患者に対して

リハビリテーションを実施する体制

要介護者等の入院患者に十分なケアを提供できる人員

体制

休日・夜間に入院を受け入れる医師の体制

休日・夜間に入院を受け入れる病棟（看護職員）の体

制

転院元の病院と患者情報や転院日時等について

連絡調整する部署の体制

現状、地域において自院が受け入れるニーズがない

その他

該当 最も該当するもの

病棟で急性期の患者を
受け入れる医師の体制

病棟で急性期の患者を
受け入れる看護職員の体制

要介護者等の入院患者に対して
リハビリテーションを実施する体制

要介護者等の入院患者に十分な
ケアを提供できる人員体制

休日・夜間に入院を
受け入れる医師の体制

休日・夜間に入院を受け入れる
病棟（看護職員）の体制

転院元の病院と患者情報や転院日時等
について連絡調整する部署の体制

現状、地域において自院が
受け入れるニーズがない

その他

急性期一般入院料１～６の届出がなく、
地域包括ケア病棟を20床以上届け出ている医療機関

（n=165）

0% 10%20%30%40%50%60%70%80%

病棟で急性期の患者を受け入れる

医師の体制

病棟で急性期の患者を受け入れる

看護職員の体制

要介護者等の入院患者に対して

リハビリテーションを実施する体制

要介護者等の入院患者に十分なケアを提供できる人員

体制

休日・夜間に入院を受け入れる医師の体制

休日・夜間に入院を受け入れる病棟（看護職員）の体

制

転院元の病院と患者情報や転院日時等について

連絡調整する部署の体制

現状、地域において自院が受け入れるニーズがない

その他

該当 最も該当するもの

病棟で急性期の患者を
受け入れる医師の体制

病棟で急性期の患者を
受け入れる看護職員の体制

要介護者等の入院患者に対して
リハビリテーションを実施する体制

要介護者等の入院患者に十分な
ケアを提供できる人員体制

休日・夜間に入院を
受け入れる医師の体制

休日・夜間に入院を受け入れる
病棟（看護職員）の体制

転院元の病院と患者情報や転院日時等
について連絡調整する部署の体制

現状、地域において自院が
受け入れるニーズがない

その他

急性期一般入院料１～3の届出がなく、
急性期一般入院料４～６をが20床以上届け出ている医療機関

（n=226）

急性期治療の後に継続的な加療が必要な患者及び
高度急性期病院における初期対応により入院が必要だが他の医療機関で対応可能とされた患者

の転院搬送をさらに受け入れるために必要な要素

高度急性期病院等からの転院搬送を受け入れるために必要な体制

○ 急性期治療の後に継続的な加療が必要な患者や、高度急性期病院における初期対応により入院が必要だが他の医
療機関で対応可能とされた患者の転院搬送を受け入れるために必要な体制としては、急性期一般入院料４-６において
は医師の体制を選択する割合が最も高く、地域包括ケア病棟においては看護職員の体制を選択する割合が最も高かっ
た。

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（速報値、施設票A・B） 25
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急性期充実体制加算

入院料等
• 急性期一般入院料１を届け出ている（急性期一般入院料１は重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行っている）
• 敷地内禁煙に係る取組を行っている ・日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれに準ずる病院である
• 総合入院体制加算の届出を行っていない

24時間の救急医療提供

いずれかを
満たす

◆救命救急センター 又は 高度救命救急センター

◆救急搬送件数 2,000件/年以上 又は300床未満：6.0件/年/床以上

• 自院又は他院の精神科医が速やかに診療に対応できる体制を常時整備
• 精神疾患診療体制加算２の算定件数又は救急搬送患者の入院３日以内の入院精神療法若しくは精神疾患診断治療初回加算の算定件数が合
計で年間20件以上

手術等の実績

• 全身麻酔による手術 2,000件/年以上（緊急手術 350件/年以上）又は300床未満：6.5件/年/床以上（緊急手術 1.15件/年以上）

いずれかを
満たす

ア 右のうち、４つ以上満たす ◆ 悪性腫瘍手術 400件/年以上 又は300床未満：1.0件/年/床以上
◆ 腹腔鏡下又は胸腔鏡下手術 400件/年以上

又は300床未満：1.0件/年/床以上
◆ 心臓カテーテル法手術 200件/年以上 又は300床未満：0.6件/年/床以上
◆ 消化管内視鏡手術 600件/年以上 又は300床未満：1.5件/年/床以上
◆ 化学療法 1,000件/年以上 又は300床未満：3.0件/年/床以上

（外来腫瘍化学療法診療料１の届出を行い、化学療法のレジメンの４割は外来で
実施可能であること。）

イ 以下のいずれか、かつ、右のうち、
２つ以上を満たす
◆異常分娩 50件/年以上

又は300床未満：0.1件/年/床以上
◆６歳未満の手術 40件/年以上

又は300床未満：0.1件/年/床以上

高度急性期医療の提供
• 救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、小児特定集中治療室
管理料、新生児特定集中治療室管理料、総合周産期特定集中治療室管理料、新生児治療回復室入院医療管理料のいずれかを届け出ている

感染防止に係る取組 • 感染対策向上加算１を届け出ている

医療の提供に係る要件
• 画像診断及び検査、調剤を24時間実施できる体制を確保している
• 精神科リエゾンチーム加算又は認知症ケア加算１若しくは２を届け出ている

院内心停止を減らす取組 • 院内迅速対応チームの設置、責任者の配置、対応方法のマニュアルの整備、多職種からなる委員会の開催等を行っている

早期に回復させる取組
• 一般病棟における平均在院日数が14日以内
• 一般病棟の退棟患者（退院患者を含む）に占める、同一の保険医療機関の一般病棟以外の病棟に転棟したものの割合が、１割未満

外来機能分化に係る取組
いずれかを
満たす

◆ 病院の初診に係る選定療養の届出、実費の徴収を実施
◆ 紹介割合50%以上かつ逆紹介割合30‰以上

◆ 紹介受診重点医療機関

医療従事者の負担軽減 • 処置の休日加算１、時間外加算１及び深夜加算１の施設基準の届出を行っていることが望ましい

充実した入退院支援 • 入退院支援加算１又は２の届出を行っている

回復期・慢性期を担う医
療機関等との役割分担

• 療養病棟入院基本料又は地域包括ケア病棟入院料（入院医療管理料を含む）の届出を行っていない
• 一般病棟の病床数の合計が、当該医療機関の許可病床数の総数から精神病棟入院基本料等を除いた病床数の９割以上
• 同一建物内に特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院又は介護療養型医療施設を設置していない
• 特定の保険薬局との間で不動産取引等その他の特別な関係がない

高度かつ専門的な急性期医療の提供体制に係る評価の新設

令和４年度診療報酬改定 Ⅰ－３ 医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価－①

26
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急性期充実体制加算等の届出状況

○ 急性期充実体制加算を届け出ている医療機関においては、急性期充実体制加算以前は総合入院体制加算１又は２を
届け出ている医療機関が多かった。

○ 急性期充実体制加算を届け出ている医療機関のうち、18％が精神科充実体制加算の届出を行っており、急性期充実
体制加算の前には総合入院体制加算１を届け出ている施設において、精神科充実体制加算の届出割合が高かった。

令和５年６月時点で急性期充実体制加算を届け出ている
医療機関における令和３年度時点の総合入院体制加算の届出状況

（n=141）

急性期充実体制加算を届け出ている医療機関における
精神科充実体制加算の届出状況

（令和３年度時点の総合入院体制加算の届出状況別）
（令和５年６月時点）

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（施設票A）

18%

62%

9%

6%

0%

0% 50% 100%

全体 (n=141施設)

総合入院体制加算１を届け出ていた (n=29)

総合入院体制加算２を届け出ていた (n=69)

総合入院体制加算３を届け出ていた (n=17)

総合入院体制加算の届出はしていなかった (n=16)

届出あり 届出なし

20.6%

48.9%

12.1%

11.3%

総合入院体制加算１を届け出ていた

総合入院体制加算２を届け出ていた

総合入院体制加算３を届け出ていた

総合入院体制加算の届出はしていなかった
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急性期充実体制加算等の届出状況

○ 急性期充実体制加算を届け出ている医療機関のうち、精神科、産科又は産婦人科、小児科の入院医療を提供している
医療機関は、急性期充実体制加算の届出以前は総合入院体制加算１又は２を届け出ている場合が多かった。

○ 急性期充実体制加算を届け出ている医療機関のうち一部に、令和４年時点では精神科の入院医療の提供を行ってい
たが、令和５年時点では行っていない施設があった。

急性期充実体制加算を届け出ている医療機関における
精神科、産婦人科及び小児科の入院医療の提供状況
（令和４年３月時点及び令和５年６月時点）

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（施設票A）
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は提供していない２施設は、急性期充実体制加算の前はそれぞれ総合入院体制加算１、総
合入院体制加算３の届出を行っていた。
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急性期充実体制加算を届け出ている医療機関のうち、
令和５年６月時点で精神科、産婦人科及び小児科の入院医療を提供
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急性期一般入院料１ 急性期充実体制加算

総合入院体制加算１～３ 特定機能病院

300床未満で急性期充実体制加算を届け出ている医療機関の状況

○ 令和５年４月の時点では、300床未満で急性期充実体制加算の届出を行っている医療機関は６施設あり、
これらの所在する二次医療圏においては、全て他に急性期充実体制加算の届出医療機関があった。

○ また、これらの二次医療圏においては、一つの二次医療圏を除き、全て特定機能病院が存在していた。
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急性期一般入院料１ 急性期充実体制加算

総合入院体制加算１～３ 特定機能病院

人口10万人当たり急
性期充実体制加算、
総合入院体制加算及
び特定機能病院の施
設数（全都道府県の
中央値）

診調組 入－１
５ ． ８ ． １ ０
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急性期充実体制加算の届出状況

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（施設票A）

○ 令和５年６月時点で急性期充実体制加算を届け出ている医療機関全体の平均では、施設基準に係る診療実績の件数
は、基準を大きく超えているものが多かった。

○ 許可病床数別の診療実績の平均では、300床未満で急性期充実体制加算の届出を行う医療機関においては、300床以
上の医療機関に適用される基準を満たしていない項目が多かった。

急性期一般入院料１における急性期充実体制加算の施設基準に係る診療実績の平均件数
（令和４年４月～令和５年３月）

（加算の届出の有無別） （加算を届け出る医療機関における許可病床数別）

30※ 精神疾患診療体制加算２又は救急搬送患者の入院３日以内における入院精神療法若しくは救命救急入院料の注２に規定する精神疾患診断治療初回加算
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消化器内視鏡手術

化学療法

救急搬送件数

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

異常分娩

６歳未満の手術

精神疾患診療体制加算２等※の算定

施設基準（許可病床数300床以上の場合）
急１・届出あり(n=136施設)
急１・届出なし(n=536施設)

0 2000 4000 6000 8000

全身麻酔手術

緊急手術

悪性腫瘍手術

腹腔鏡下又は胸腔鏡下手術

心臓カテーテル手術

消化器内視鏡手術

化学療法

救急搬送件数

0 50 100 150 200 250 300

異常分娩

６歳未満の手術

精神疾患診療体制加算２等※の算定

施設基準（許可病床数300床以上の場合） 急１・300床未満・届出あり(n=5施設)

急１・300床以上600床未満・届出あり(n=83施設) 急１・600床以上・届出あり(n=47施設)
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１ ２ ３ ４ ５

全身麻酔手術 △ △ ○ ○ △

緊急手術 △ △ ○ ○ △

悪性腫瘍手術 △ △ ○ △ △

腹腔鏡下又は胸腔鏡下手術 ○ △ ○ ○ △

心臓カテーテル手術 ○ ○ △ △ △

消化器内視鏡手術 △ △ △ △ △

化学療法 △ △ △ ○ ○

救急搬送件数 ○ ○ ○ ○ ○

異常分娩 ○ △ △ ○ △

６歳未満の手術 △ △ ○ ○ △

精神疾患診療体制加算２等※の算定 ○ ○ ○ ○ ○

急性期充実体制加算の届出状況
○ 許可病床数が300床未満で急性期充実体制加算を届け出ている医療機関のうち、一部は、300床以上の医療機関に適
用される施設基準を満たしていた。

○ 許可病床数が300床未満で急性期充実体制加算を届け出ている医療機関のうち、300床以下の医療機関に適用される
施設基準のみを満たしている施設の平均では、施設基準に係る診療実績の多くの項目において、許可病床数300床以上
600床未満で急性期充実体制加算を届け出ていない医療機関における平均を下回っていた。

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（施設票A）

許可病床数300床未満で急性期充実体制加算を届け出ている
医療機関における300床以上の医療機関に適用される

施設基準の該当状況
（令和４年４月～令和５年３月の件数。○は基準以上、△は基準未満。）

⇒３番、４番の施設は、300床以上の医療機関に適用される施設基準のみで、急
性期充実体制加算の施設基準を満たす。

許可病床数300床未満で急性期充実体制加算を届け出ている
医療機関等における300床以上の医療機関に適用される

施設基準の該当状況ごとの診療実績（平均値）
（令和４年４月～令和５年３月）

※ 精神疾患診療体制加算２又は救急搬送患者の入院３日以内における入院精神療法若しくは救命救急入院料の注２に規定する精神疾患診断治療初回加算
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腹腔鏡下又は胸腔鏡下手術

心臓カテーテル手術

消化器内視鏡手術

化学療法

救急搬送件数
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異常分娩

６歳未満の手術

精神疾患診療体制加算２等※の算定

施設基準（許可病床数300床以上の場合）

急１・300床未満・届出あり（300床以上基準を満たす）(n=2施設)

急１・300床未満・届出あり（300床以上基準を）満たさない(n=3施設)

急１・300床以上600床未満・届出なし(n=257施設)



○ 回答対象施設（※）のうち、11.1％の施設が総合入院体制加算を届け出ていた。
※ 高度救命救急センター、救命救急センター、二次救急医療機関のいずれかに指定されている、総合周産期母子

医療センターを設置している、又は、これらと同様に救急患者を24時間受け入れている医療機関。

総合入院体制加算の届け出状況

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（入院施設票、Ａ票）

0.6% 4.3%

6.2%

88.9%

総合入院体制加算の届出状況

総合入院体制加算１ 総合入院体制加算２ 総合入院体制加算３ 届け出ていない
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○ 総合入院体制加算を届け出ている施設の多くが、実績要件を満たしていた。

総合入院体制加算の届け出状況

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（入院施設票、Ａ票）
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基準 総合入院体制加算の施設基準（実績要件）
全身麻酔による手術件数が800件以上であること及び、以下のア

～カのうち全て（総合入院体制加算１）、４つ以上（総合入院体制加
算２、２つ以上（総合入院体制加算３）を満たしていること。

ア 人工心肺を用いた手術及び人工心肺を使用しない冠動脈、
大動脈バイパス移植術 40 件／年以上

イ悪性腫瘍手術 400 件／年以上
ウ腹腔鏡下手術 100 件／年以上
エ放射線治療（体外照射法）4000 件／年以上
オ化学療法 1000 件／年以上
カ分娩件数 100 件／年以上



１．共通項目

２．令和５年度各調査項目

（１）一般病棟入院基本料等における「重症度、医療・看護必要度」の施設基準等の見直しの影響に

ついて（その２）

（２）特定集中治療室管理料等の集中治療を行う入院料の見直しの影響について（その２）

（３）地域包括ケア病棟入院料及び回復期リハビリテーション病棟入院料の実績要件等の見直しの

影響について（その２）

（４）療養病棟入院基本料等の慢性期入院医療における評価の見直しの影響について（その２）

（５）新興感染症等にも対応できる医療提供体制の構築に向けた評価等について（その２）

（６）医療従事者の負担軽減、医師等の働き方改革の推進に係る評価等について（その２）

（７）外来医療に係る評価等について（その２）

（８）医療資源の少ない地域における保険医療機関の実態について

３．その他の調査結果
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○ 救命救急入院料等における令和５年６月時点の届出病床数、令和４年３～５月及び令和５年３～５月時
点の平均在室日数等は以下のとおり。

救命救急入院料等における届出病床数、平均在室日数等

出典：令和４年度入院・外来医療等における実態調査（治療室票）

入院料ごとの届出病床数の分布
（令和５年６月１日時点）

新型コロナウイルス感染症患者受入可能病床数の平均
（令和５年６月１日時点）

平均実入室患者数
（各年３～５月）

平均在室日数
（各年３～５月）

平均病床利用率
（各年３～５月） （％）

（日）

（人）
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特定集中治療室管理料3,4 (n=151)

ハイケアユニット入院医療管理料 (n=351)

脳卒中ケアユニット入院医療管理料 (n=93)
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○ 特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを届出ている施設は、約７割であった。
〇 重症度、医療・看護必要度Ⅰを届け出ている理由は、「必要度Ⅱに移行すると、基準を満たす割合が下
がることが懸念されるため」が最も多かった。

特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ・Ⅱの届出状況

■特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ・Ⅱ
の届出状況（令和５年６月１日時点）

32%

30%

34%

32%

32%

31%

33%

66%

70%

66%

65%

66%

67%

61%

2%

3%

2%

2%

6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

救命救急入院料２

救命救急入院料４

特定集中治療室管理料１

特定集中治療室管理料２

特定集中治療室管理料３

特定集中治療室管理料４

特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ

特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度Ⅱ

必要度Ⅰ及び必要度Ⅱの両方を使用している

■重症度、医療・看護必要度Ⅰを届け出ている理由
（最も該当するもの）

32%

29%

10%

9%

8%

3%

10%

0% 10% 20% 30% 40%

必要度Ⅱに移行すると、基準を満たす割合が下
がることが懸念されるため

必要度Ⅰを用いた場合、必要度Ⅱを用いた場合
と比較して、患者の状態をより適切に評価でき

るため

必要度Ⅱを算出するシステムの導入が間に合っ
ていないため

診療実績情報データ（レセプトコード）による
評価（必要度Ⅱ）より、評価票の記入のほうが
容易であり、必要度Ⅱの方法に変更する必要性

を感じないため

必要度Ⅰ・Ⅱ両者で算出した患者割合にズレが
ないかを確認できていないため

必要度Ⅰのデータを看護職員配置などの看護管
理業務に用いるため

その他

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（治療室票）



○ 令和５年１～３月における救命救急入院料等の重症度、医療・看護必要度の該当患者割合は以下のと
おり。

救命救急入院料等における重症度、医療・看護必要度の該当患者割合

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（治療室票） ※各年１～３月の該当患者割合
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救命救急入院料2,4【必要度Ⅱ】 (n=27)

特定集中治療室管理料【必要度Ⅰ】 (n=90)

特定集中治療室管理料【必要度Ⅱ】 (n=191)

ハイケアユニット入院医療管理料 (n=115)
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○ 治療室における医師の業務において、夜間の体制は、いずれの業務においても、６割程度の施設が「原
疾患の担当科医師が対応する」としており、他の体制よりやや高かった。

治療室における医師の業務

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（治療室票）

75.4%

80.6%

78.7%

81.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

1 予定手術後の患者の管理

2 救急車等（※１）による搬送により入院し、入室した患者の管理

3 救急外来から入院し、入室した患者の管理（2を除く）

4 院内の入院患者の様態が悪化し、入室した患者の管理（緊急手術後を含む）

治療室における医師の業務

※１ 救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプター

n =  1,203

43.9%

62.2%

50.5%

17.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

救急・集中治療の医師が対応

原疾患の担当科医師が対応

救急・集中治療と原疾患の担当科医師が共同

上記いずれでもなく、医師が当番制により対応

予定手術後の患者の管理の夜間の体制

52.1%

58.0%

49.4%

17.9%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

救急・集中治療の医師が対応

原疾患の担当科医師が対応

救急・集中治療と原疾患の担当科医師が共同

上記いずれでもなく、医師が当番制により対応

救急車等（※１）による搬送により入院し、入室した患者の管理の夜間の体制

46.2%

60.4%

50.8%

20.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

救急・集中治療の医師が対応

原疾患の担当科医師が対応

救急・集中治療と原疾患の担当科医師が共同

上記いずれでもなく、医師が当番制により対応

救急外来から入院し、入室した患者の管理（2を除く）の夜間の体制

44.6%

59.0%

53.6%

18.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

救急・集中治療の医師が対応

原疾患の担当科医師が対応

救急・集中治療と原疾患の担当科医師が共同

上記いずれでもなく、医師が当番制により対応

院内の入院患者の様態が悪化し、入室した患者の管理（緊急手術後を含む）の

夜間の体制

n =  903

n =  963

n =  939

n =  955
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○ 治療室における術後の患者の管理について、特定集中治療室管理料１・２では「主に治療室の専従の医師が管理」、
「主に手術を実施した執刀医又はその診療科の医師が管理」している割合が高く、特定集中治療室３・４及びハイケアユ
ニット入院医療管理料では「主に手術を実施した執刀医又はその診療科の医師が管理」している割合が高かった。

○ 特定行為研修修了看護師の配置がある場合、「特定行為研修を修了した看護師などが包括指示に基づいて対応」して
いる割合が高かった。

治療室における術後の患者の管理

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（治療室票）

■特定集中治療室管理料又はハイケアユニット入院医療管理料に
おける術後の患者の管理（複数回答）

71%

69%

16%

26%

38%

25%

41%

92%

13%

15%

40%

20%

16%

93%

16%

9%

46%

13%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①主に治療室の専従の医師が管理している

②主に手術を実施した執刀医又はその診療科

の医師が管理している

③主に手術を担当した麻酔科医が管理してい

る

④集中治療部門等で研修中の臨床研修医ある

いは専攻医が管理している

⑤医師の包括指示を用いて、血圧や呼吸状態

の変動時も主に看護師が対応している

⑥特定行為研修を修了した看護師などが包括

指示に基づいて対応している

ICU１・２（n=125） ICU３・４（n=156） HCU（n=353）

■専門性の高い看護師の配置有無別の、
術後患者管理

■特定行為研修修了看護師の配置有無別の、
術後患者管理

47%

79%

11%

18%

38%

19%

36%

77%

13%

12%

38%

8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①

②

③

④

⑤

⑥

専門性の高い看護師配置あり

専門性の高い看護師配置なし

42%

86%

12%

14%

42%

31%

40%

76%

12%

14%

37%

9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①

②

③

④

⑤

⑥
特定行為研修修了看護師の配置あり

特定行為研修修了看護師の配置なし
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○ 施設基準において専門性の高い看護師の配置を求めていない特定集中治療室３・４及びハイケアユニッ
ト入院医療管理料を算定する治療室にも、それぞれ約６割、３割は専門性の高い看護師を配置している。

治療室における専門性の高い看護師の配置状況

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（治療室票）

■特定集中治療室管理料又はハイケアユニット入院医療管理料における専門性の高い看護師（※）の配置状況

13.8%

36.3%

66.5%

80.8%

56.3%

26.6%

5.4%

7.5%

6.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

ICU１・２（n=130）

ICU３・４（n=160）

HCU（n=376）

配置なし 配置あり 無回答

（※）以下のいずれかの研修を修了した専任の常勤看護師
①日本看護協会認定看護師教育課程「集中ケア」の研修
②日本看護協会認定看護師教育課程「救急看護」の研修
③日本看護協会認定看護師教育課程「新生児集中ケア」の研修
④日本看護協会認定看護師教育課程「小児救急看護」の研修
⑤日本看護協会が認定している看護系大学院の「急性・重症患者看護」の専門看護師教育課程
⑥特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる「呼吸器（気道確保に係るもの）関連」「呼吸器（人工呼吸療法に係るもの）関連」「栄養及び水分
管理に係る薬剤投与関連」「血糖コントロールに係る薬剤投与関連」「循環動態に係る薬剤投与関連」「術後疼痛関連」「循環器関連」「精神及び神経症状に係る薬剤投与関連」の８区分の研修。

※⑥については、８区分全ての研修が修了した場合に該当する。



56%

53%

40%

24%

10%

5%

2%

5%

0% 20% 40% 60%

施設基準に係る看護師の数に含めない看
護師２名以上を確保できない

急性期充実体制加算を届け出ていない

専従の臨床工学技士を確保できない

特定集中治療室用の必要度に係る評価票
の「特殊な治療法等」に該当する患者が
１割５分以上であることが満たせない

そもそも届け出る予定がない

要件に該当する経験のある臨床工学技士
がいない

感染対策向上加算を届け出ていない

その他
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○ 重症患者対応体制強化加算を届け出ていた治療室は５％であった。
○ 重症患者対応体制強化加算を届け出ていない治療室であっても、施設基準に含めない適切な研修を修了した看護師を

２人以上配置している治療室があり、これらの看護師は他の医療機関等への支援等を一定程度実施していた。

重症患者対応体制強化加算の届出状況等

16 (5%)

299 (95%)

届出：有 届出：無

■重症患者対応体制強化加算の届出有無（n=315）
※救命救急入院料２・４、特定集中治療室管理料１～４を算定する治療室に限る

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（治療室票）

■届出困難な理由 （n=279）

75%

100%

25%

0%

50%

88%

63%

0%

50%

85%

15%

10%

50%

75%

75%

15%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①地域の医療機関との連携業務や研修の開催準備等

②院内研修の講師

③新型コロナウイルス感染症の発生に伴う他の医療機関
への支援

④新型コロナウイルス感染症の発生に伴う高齢者施設等
への支援（③を除く）

⑤地域の医療機関等が主催する集中治療を必要とする患
者の看護に関する研修の講師

⑥院内における集中治療看護に関する相談対応

⑦配置されている治療室の患者担当

⑧その他

加算届出：有

加算届出：無

0

20

40

60

加算届出：有 加算届出：無

専従臨床工学技士１名以上配置あり

配置なし

0

20

40

60

加算届出：有 加算届出：無

施設基準に含めない看護師*２名以上の配置あり

配置なし

■重症患者対応体制強化加算届出別、職員の配置状況
※救命救急入院料２・４、特定集中治療室管理料１～４を算定する治療室に限る

施設基準に含めない看護師２名以上 専従臨床工学技士１名以上

■重症患者対応体制強化加算届出別、適切な研修を修了した看護師の具体
的な実施業務 （加算届出有 n=8、加算届出無 n=20）

施設基準に含めない看護師配置：有

*集中治療の看護に従事した経験が３年以上
かつ集中治療を必要とする患者の看護に関
する適切な研修を修了した看護師に限る

（治療室数） （治療室数）



１．共通項目

２．令和５年度各調査項目

（１）一般病棟入院基本料等における「重症度、医療・看護必要度」の施設基準等の見直しの影響に

ついて（その２）

（２）特定集中治療室管理料等の集中治療を行う入院料の見直しの影響について（その２）

（３）地域包括ケア病棟入院料及び回復期リハビリテーション病棟入院料の実績要件等の見直しの

影響について（その２）

（４）療養病棟入院基本料等の慢性期入院医療における評価の見直しの影響について（その２）

（５）新興感染症等にも対応できる医療提供体制の構築に向けた評価等について（その２）

（６）医療従事者の負担軽減、医師等の働き方改革の推進に係る評価等について（その２）

（７）外来医療に係る評価等について（その２）

（８）医療資源の少ない地域における保険医療機関の実態について

３．その他の調査結果
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○ 地域包括ケア病棟・病室を有する医療機関における介護保険施設等に関する連携の実施体制は、介護
保険施設からの電話等による相談への対応はほとんどの病棟で可能とされているが、緊急時の往診によ
る対応は特に地域包括ケア病棟・病室２において対応できない施設が多い。

介護保険施設等との連携に係る状況①

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（施設票）

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

地域包括ケア病棟入院料１（n=201）

地域包括ケア入院医療管理料１（n=139）

地域包括ケア病棟入院料２（n=139）

地域包括ケア入院医療管理料２（n=80）

地域包括ケア病棟入院料・

地域包括ケア入院医療管理料３・４（n=16）

地域包括ケア病棟・病室における介護保健施設等に関する連携の実施体制について

介護保険施設等からの電話等による相談への対応

介護保険施設等に入所する者が、当該患者又はその看護に当たっている者から往診を緊急に求められ、速やかに往診しなければならないと判断した場合の往診による対応

やむを得ない理由により上記往診の実施が難しい場合のオンライン診療による対応

介護保険施設等に入所する者が、往診又はオンライン診療を実施した際に入院の要否の判断及び必要に応じた入院調整(当該医療機関以外への入院調整も含む)
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○ 地域包括ケア病棟等の届出のある在宅療養支援病院（在支病）等における介護保険施設等に関する連
携の実施体制は、介護保険施設からの電話等による相談対応はほとんどの医療機関で対応可能とされ
ており、緊急時の往診について、特に機能強化型在支病においては対応可能と回答した医療機関が多
かったが、全体の70％程度に留まっている。

介護保険施設等との連携に係る状況②

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（施設票）

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

機能強化型在宅療養支援病院（単独型）

（n=59）

機能強化型在宅療養支援病院（連携型）

（n=83）

在宅療養支援病院（n=195）

在宅療養後方支援病院

（n=72）

在宅療養支援病院・在宅療養後方支援病院

以外の地域包括ケア病棟・病室

(n=111)

在宅療養支援病院等における介護保険施設等に関する連携の実施体制について

介護保険施設等からの電話等による相談への対応

介護保険施設等に入所する者が、当該患者又はその看護に当たっている者から往診を緊急に求められ、速やかに往診しなければならないと判断した場合の往診による対応

やむを得ない理由により上記往診の実施が難しい場合のオンライン診療による対応

介護保険施設等に入所する者が、往診又はオンライン診療を実施した際に入院の要否の判断及び必要に応じた入院調整(当該医療機関以外への入院調整も含む)
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○ 地域包括ケア病棟・病室を有する医療機関等における、同一法人・関係法人内での電話等による相談や
緊急時の往診等の対応についてあらかじめ取り決めを行うなどしている介護保険施設等の数については、
機能強化型在宅療養支援診療所が、平均値が高く、21施設以上の施設と取り決めを行っている割合が高
かった。

介護保険施設等との連携に係る状況③

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（施設票）

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
~

地域包括ケア病棟・病室全体(n=487)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
~

機能強化型在宅療養支援病院(n=137)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
~

在宅療養支援病院（n=180）

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
~

在宅療養後方支援病院（n=61）

介護保険施設等との連携体制の構築

(割合)

(連携施設数) (連携施設数) (連携施設数) (連携施設数)

(割合) (割合) (割合)

平均値 11.1

25%tile 3

50%tile 5

75%tile 12

最大値 127

平均値 14.3

25%tile 3

50%tile 7

75%tile 16

最大値 167

平均値 8.3

25%tile 2

50%tile 5

75%tile 10

最大値 80

平均値 12.9

25%tile 3

50%tile 6

75%tile 13.5

最大値 71

介護保険施設等：介護医療院、介護老人保健施設、特別養護老人ホーム、特定施設、認知症高齢者グループホーム
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○ 地域包括ケア病棟・病室を有する医療機関等ごとの、電話等による相談や緊急時の往診等の対応につ
いてあらかじめ取り決めを行うなどしている介護保険施設等の数は、以下のとおり。

○ 多くの介護保険施設と取り決めを行う医療機関もあるが、中には同一法人・関係法人内の介護保険施設
とのみ取り決めを行っている医療機関も存在した。

介護保険施設等との連携に係る状況④

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（施設票）

介護保険施設等との連携体制の構築状況
※電話等による相談や緊急時の往診等の対応についてあらかじめ取り決めを行うなどしている介護保険施設等の数が1以上50以下の施設のみ集計

（50より大きい介護保険施設数：地域包括ケア病棟・病室：15施設、機能強化型在支病：7施設、在宅療養支援病院：1施設、在宅療養後方支援病院：2施設 ）
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機能強化型在宅療養支援病院
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地域包括ケア病棟・病室
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在宅療養支援病院
(n=163)
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在宅療養後方支援病院
(n=46)

■同一法人・関係法人以外 ■同一法人・関係法人

介護保険施設等：介護医療院、介護老人保健施設、特別養護老人ホーム、特定施設、認知症高齢者グループホーム



第三者機能評価の認定有無別のFIMの測定に関する取組
○ 第三者機能評価の認定の有無別で、FIMの適切な測定に関する取組についての実施割合を比較すると、
第三者機能評価の認定を受けている医療機関において、FIMの適切な測定に関する取組を実施している
割合が高かった。
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83.0%

58.0%

89.0%

66.0%

8.0%

75.0%

54.1%

34.5%

71.5%

8.3%

1.2%

68.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

院内における研修会の開催※1

院外における講習会への参加※2

FIM測定の複数人による確認※3

FIM測定の院外評価

（日本医療機能評価機構の受審等）※4

FIM測定の院外評価（※4以外）※5

マニュアル・ガイドラインの作成・共有※6

FIMの測定に関する取組について

第三者機能評価 認定あり(n=100) 第三者機能評価の認定無し(n=519)

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（施設票）【速報値】 第三者機能評価の認定の有無については保険局医療課調べ

※1 院内においてFIMの測定に関する研修会を定期的に開催している。
※2 院外において開催されるFIMの測定に関する講習会に定期的に参加している。
※3 FIMの測定後に、評価の内容について複数人で確認を行っている。
※4 FIMの測定に関して、院外の評価を定期的に受けている（日本医療機能評価機構の受審などによるもの）。
※5 FIMの測定に関して、院外の評価を定期的に受けている（※4以外）。
※6 FIMの測定に関するマニュアル・ガイドラインを院内で作成し、共有している。

診調組 入－３
５ ． ９ ． ６
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○ 回復期リハビリテーション病棟の届出をしている医療機関における、外来リハビリテーションを実施してい
る割合は85.0％である。

○ 訪問リハビリテーションを行っている割合は医療保険で20.4％、介護保険で56.5％である

外来患者等に対するリハビリテーション

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（施設票）

85.0%

84.3%

83.6%

88.0%

91.7%

78.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（N=480)

回復期リハビリテーション病棟入院料１(n=287)

回復期リハビリテーション病棟入院料２(n=67)

回復期リハビリテーション病棟入院料３(n=100)

回復期リハビリテーション病棟入院料４(n=12)

回復期リハビリテーション病棟入院料５(n=14)

外来リハビリテーション（医療保険）

実施あり 実施なし

20.4%

20.9%

22.1%

19.0%

25.0%

7.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（N=481)

回復期リハビリテーション病棟入院料１(n=287)

回復期リハビリテーション病棟入院料２(n=68)

回復期リハビリテーション病棟入院料３(n=100)

回復期リハビリテーション病棟入院料４(n=12)

回復期リハビリテーション病棟入院料５(n=14)

訪問リハビリテーション（医療保険）

実施あり 実施なし

44.4%

44.6%

49.3%

43.0%

58.3%

14.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（N=480)

回復期リハビリテーション病棟入院料１(n=287)

回復期リハビリテーション病棟入院料２(n=67)

回復期リハビリテーション病棟入院料３(n=100)

回復期リハビリテーション病棟入院料４(n=12)

回復期リハビリテーション病棟入院料５(n=14)

通所リハビリテーション（介護保険）

実施あり 実施なし

56.5%

58.9%

61.2%

50.0%

41.7%

42.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（N=480)

回復期リハビリテーション病棟入院料１(n=287)

回復期リハビリテーション病棟入院料２(n=67)

回復期リハビリテーション病棟入院料３(n=100)

回復期リハビリテーション病棟入院料４(n=12)

回復期リハビリテーション病棟入院料５(n=14)

訪問リハビリテーション（介護保険）

実施あり 実施なし
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○ 自院の回リハ病棟から退院した患者に対して、自院で外来リハビリテーションを実施している割合は全体
の20.0％である。

○ また、介護保険の訪問リハビリテーションを実施している患者は全体の23.6％である。

自院の回リハ病棟から退院した患者に対するリハビリテーション

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（施設票）

20.0%

23.1%

14.3%

17.9%

8.4%

8.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=401)

回復期リハビリテーション病棟入院料１(n=237)

回復期リハビリテーション病棟入院料2(n=53)

回復期リハビリテーション病棟入院料3(n=89)

回復期リハビリテーション病棟入院料4(n=9)

回復期リハビリテーション病棟入院料5(n=13)

外来リハビリテーション（医療保険）

実施あり 実施なし

23.6%

28.2%

23.4%

12.9%

29.0%

6.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=365)

回復期リハビリテーション病棟入院料１(n=223)

回復期リハビリテーション病棟入院料2(n=47)

回復期リハビリテーション病棟入院料3(n=78)

回復期リハビリテーション病棟入院料4(n=5)

回復期リハビリテーション病棟入院料5(n=12)

訪問リハビリテーション（介護保険）

実施あり 実施なし

3.3%

3.8%

6.2%

0.1%

10.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=333)

回復期リハビリテーション病棟入院料１(n=202)

回復期リハビリテーション病棟入院料2(n=43)

回復期リハビリテーション病棟入院料3(n=71)

回復期リハビリテーション病棟入院料4(n=5)

回復期リハビリテーション病棟入院料5(n=12)

訪問リハビリテーション（医療保険）

実施あり 実施なし

14.8%

15.4%

17.5%

12.8%

16.7%

4.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=352)

回復期リハビリテーション病棟入院料１(n=215)

回復期リハビリテーション病棟入院料2(n=46)

回復期リハビリテーション病棟入院料3(n=74)

回復期リハビリテーション病棟入院料4(n=5)

回復期リハビリテーション病棟入院料5(n=12)

通所リハビリテーション（介護保険）

実施あり 実施なし
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○ リハビリテーション専門職による退院前訪問指導の実施のある医療機関はない医療機関と比較して、退
院後の外来リハビリテーションや訪問リハビリテーションの実施割合が高かった。

退院前訪問指導と退院後リハビリテーションの実施

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（施設票）

18.5%

10.6%

3.8%

0.6%

14.1%

6.0%

20.4%

12.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

外来リハ（医療保険）退院前訪問指導あり(n=219)

外来リハ（医療保険）退院前訪問指導なし(n=309)

訪問リハ（医療保険）退院前訪問指導あり(n=192)

訪問リハ（医療保険）退院前訪問指導なし(n=267)

通所リハ（介護保険）退院前訪問指導あり(n=195)

通所リハ（介護保険）退院前訪問指導なし(n=285)

訪問リハ（介護保険）退院前訪問指導あり(n=201)

訪問リハ（介護保険）退院前訪問指導なし(n=289)

外来リハビリテーション（医療保険）

実施あり 実施なし



地域貢献活動について

○ 回復期リハ病棟を有する施設の地域貢献活動の状況は以下のとおり。実施されている内容としては地域
ケア会議への参加、一般介護予防事業への協力が多い。
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施設として実施している又は関与している取り組み

について（令和５年６月1日時点）

地域ケア会議への

参加

訪問・通所介護事

業所の介護職員な

どへの助言

住民主体の通いの

場への支援

その他、地域リハ

ビリテーション活

動支援事業等の一

般介護予防事業へ

の協力

上記のいずれも実

施又は関与してい

ない

回復期リハビリテーション病棟入院料1(n=265) 61.5% 49.4% 42.3% 51.3% 14.0%

回復期リハビリテーション病棟入院料2(n=59) 52.5% 30.5% 27.1% 39.0% 30.5%

回復期リハビリテーション病棟入院料3(n=88) 55.7% 33.0% 36.4% 45.5% 20.5%

回復期リハビリテーション病棟入院料4(n=10) 50.0% 0.0% 30.0% 10.0% 40.0%

回復期リハビリテーション病棟入院料5(n=13) 30.8% 15.4% 23.1% 15.4% 53.8%

上記取り組みに派遣している職種 医師 歯科医師 薬剤師 看護職員 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 管理栄養士 歯科衛生士 その他

回復期リハビリテーション病棟入院料1(n=223) 35.4% 3.1% 10.3% 51.6% 79.8% 59.2% 39.0% 23.3% 6.3% 27.8%

回復期リハビリテーション病棟入院料2(n=38) 26.3% 0.0% 7.9% 50.0% 81.6% 71.1% 34.2% 23.7% 7.9% 42.1%

回復期リハビリテーション病棟入院料3(n=68) 38.2% 1.5% 5.9% 41.2% 85.3% 52.9% 27.9% 27.9% 2.9% 26.5%

回復期リハビリテーション病棟入院料4(n=6) 50.0% 0.0% 16.7% 16.7% 66.7% 33.3% 0.0% 16.7% 0.0% 16.7%

回復期リハビリテーション病棟入院料5(n=6) 33.3% 0.0% 16.7% 66.7% 83.3% 50.0% 16.7% 33.3% 33.3% 16.7%

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（施設票）【速報値】

診調組 入－３
５ ． ９ ． ６
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○ 回復期リハビリテーション病棟に入院した心大血管疾患の患者の入棟元は他医療機関が多い。
○ 回復期リハビリテーション病棟に入院した心大血管疾患の患者の入院中のリハビリテーションの場所は
１番目に多い場所として訓練室（個別）が最も選択され、２番目に多い場所としては自室、病棟内の共有ス
ペース（廊下等）が多く選択されていた。

心大血管疾患リハビリテーション

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（病棟票）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

自室

病棟内の共有スペース（廊下等）

訓練室（個別）

訓練室（集団）

敷地内建物外

保険医療機関外

リハビリテーションの場所

1番目に多い(134施設) 2番目に多い(123施設) 3番目に多い(128施設)

※リハビリテーションを要する患者として「急性心筋梗塞、狭心症発作、その他急性発症した心大血管疾患または手術後の状態」である患者を対象とした集計

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

他医療機関

自医療機関

患者の入棟元(n=40)



１．共通項目

２．令和５年度各調査項目

（１）一般病棟入院基本料等における「重症度、医療・看護必要度」の施設基準等の見直しの影響に

ついて（その２）

（２）特定集中治療室管理料等の集中治療を行う入院料の見直しの影響について（その２）

（３）地域包括ケア病棟入院料及び回復期リハビリテーション病棟入院料の実績要件等の見直しの

影響について（その２）

（４）療養病棟入院基本料等の慢性期入院医療における評価の見直しの影響について（その２）

（５）新興感染症等にも対応できる医療提供体制の構築に向けた評価等について（その２）

（６）医療従事者の負担軽減、医師等の働き方改革の推進に係る評価等について（その２）

（７）外来医療に係る評価等について（その２）

（８）医療資源の少ない地域における保険医療機関の実態について

３．その他の調査結果
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292 
(80.2%)

47 

（12.9%）

25 
(6.8%)

届出入院料

療養病棟入院料１ 療養病棟入院料２

療養病棟入院基本料「注11」
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○ 療養病棟入院基本料の届出について、療養病棟入院基本料の注11に規定される点数を届け出ている施
設が25施設（約７%）あった。満たせない施設基準としては医療区分２・３の患者の合計についてが61.1％と
最多であった。

療養病棟入院基本料の状況

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（入院施設票）

44.4%

44.4%

5.6%

61.1%

0% 20% 40% 60% 80%

当該病棟において、１日に看護を行う看

護職員の数は、常時、当該病棟の入院

患者の数が20又はその端数を増すごと

に１以上であること

当該病棟において、１日に看護補助を

行う看護補助者の数は、常時、当該病

棟の入院患者の数が20又はその端数

を増すごとに１に相当する数以上である

こと

主として事務的業務を行う看護補助者

を含む場合は、1日に事務的業務を行う

看護補助者の数は、常時、当該病棟の

入院患者の数が20又はその端数を増

すごとに１に相当する数以下であること

当該病棟の入院患者のうち医療区分３

の患者と医療区分２の患者との合計が

５割以上であること

下記の厚生労働大臣が定めるもののうち、

基準を満たせないもの（n=18）

※療養病棟については400施設が調査対象。このうち療養病棟入院基本料の注11に
規定される点数を算定する施設については全施設に調査票を送付。
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○ 医療療養病床を有する医療機関のうち、医療法施行規則における経過措置の対象となっており、令和６
年４月以降の対応方針が未定またはの医療機関及び厚生労働省において状況が把握できていない医療
機関は、３施設（全て診療所）となっている。

療養病床の人員配置標準に係る経過措置

（※）医政局総務課による調査

療養病床の人員配置標準に係る経過措置等に関する調査（※）

【目的】療養病床の看護職員等の人員配置標準が６対１配置となっている病院及び診療所の全
体像及び医療法上の経過措置終了後の意向（介護施設へ転換する等）の把握

【対象】特例措置の対象となっている病院、診療所
※令和４年６月時点で療養病棟入院基本料の注11に規定する点数を算定する病棟を有する病院、有床診療所療養病床入院基本料を届け出て
いる診療所及び介護療養型医療施設（752医療機関）

【結果】令和５年９月19日時点において、医療療養病床を有する医療機関のうち、
○ 医療法施行規則における経過措置の対象となっており、令和６年４月以降の対応方針が未
定の医療機関は２施設

○ 厚生労働省において状況が把握できていない医療機関は１施設
であり、合計３施設（全て診療所）となっている。
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○ 令和５年６月１日時点で療養病棟に入院していた入院患者のうち、医療区分２・３に該当する患者割合に
ついての各施設毎の分布は以下のとおり。

医療区分２・３の該当割合

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（病棟票）

平均 25%Tile 50%Tile 75%Tile

療養病棟入院料1（n=306） 89.6% 85.7% 91.8% 97.3%

療養病棟入院料2(n=47） 66.8% 58.4% 66.7% 73.3%

療養病棟入院基本料_経過措
置(n=19）

57.8% 37.3% 60.0% 82.1%

８割以上

８割未満の病棟は9.2%（28施設）

５割未満の病棟は8.5%（4施設）
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１．共通項目

２．令和５年度各調査項目

（１）一般病棟入院基本料等における「重症度、医療・看護必要度」の施設基準等の見直しの影響に

ついて（その２）

（２）特定集中治療室管理料等の集中治療を行う入院料の見直しの影響について（その２）

（３）地域包括ケア病棟入院料及び回復期リハビリテーション病棟入院料の実績要件等の見直しの

影響について（その２）

（４）療養病棟入院基本料等の慢性期入院医療における評価の見直しの影響について（その２）

（５）新興感染症等にも対応できる医療提供体制の構築に向けた評価等について（その２）

（６）医療従事者の負担軽減、医師等の働き方改革の推進に係る評価等について（その２）

（７）外来医療に係る評価等について（その２）

（８）医療資源の少ない地域における保険医療機関の実態について

３．その他の調査結果
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

急１(n=663施設)

急２(n=48施設)

急３(n=6施設)

急４(n=225施設)

急５(n=48施設)

急６(n=99施設)

地域一般１(n=44施設)

地域一般２(n=25施設)

地域一般３(n=148施設)

１．令和４年８月の時点で受入あり ２．１以外で、令和５年１月時点で受入あり

３．１, ２以外で令和５年５月の時点で受入あり ４．いずれの時点でも受入なし

○ 一般病棟入院基本料のうち多くの入院料において、令和４年８月から令和５年５月にかけて、受入医療
機関の割合は増加していた。

一般病棟入院基本料の届出医療機関における新型コロナ入院患者の受入状況

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（施設票A）

令和４年８月、令和５年１月、５月における新型コロナ患者の受入状況
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○ 急性期病院においては、個室の延べ利用人数に対して、約25%から特別の料金を求めていなかった。
○ 個室の延べ利用人数のうち、新型コロナ患者及び疑い患者であって、特別の料金を求めなかったのは約３％であった。

急性期病院における個室料を求めなかった割合
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n(施設数) 平均値 25%点 50%点 75%点

1,247 27.0% 3.6% 17.3% 41.6%
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n(施設数) 平均値 25%点 50%点 75%点

729 5.5% 0% 1.6% 5.3%

個室の延べ利用人数のうち、一定の理由※等により
特別の料金を求めなかった人数の割合

（令和５年５月における割合）

（医療機関の割合）

（特別の料金を求めなかった割合）

個室の延べ利用人数全体のうち、コロナ患者又は疑い患者であって、
一定の理由※等により特別の料金を求めなかった人数の割合の分布
（令和５年５月における割合。令和４年８月及び令和５年５月のいずれも

新型コロナ患者を受け入れている医療機関に限る。）
（医療機関の割合）

（特別の料金を求めなかった割合）

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（施設票A）

※① 同意書による同意の確認を行っていない場合（当該同意書が、室料の記載がない、患者側の署名がない等内容が不十分である場合を含む。）
② 患者本人の「治療上の必要」により特別療養環境室へ入院させる場合
③ 病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合
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個室利用者延べ
人数

特別の料金を求め
なかった人数

割合

1,396,346 350,711 25.1%

(各施設における割合)

(延べ利用人数全体における割合等)

(各施設における割合)

個室利用者延べ
人数

コロナ患者であって、
特別の料金を求め
なかった人数

割合

1,179,163 38,473 3.3%

(延べ利用人数全体における割合等)



○ 一般病棟入院基本料又は特定機能病院入院基本料を算定する病棟のうち、令和４年８月及び令和５年
５月のいずれも新型コロナ患者を受け入れている病棟における令和５年６月の状況としては、多くはコロ
ナ専用病棟ではなく、担当する看護職員はコロナ患者以外も併せて対応していた。

急性期病棟等における新型コロナ入院患者への対応状況①

15.1%

84.9%

コロナ専用病棟

コロナ専用病棟ではない

コロナ専用病棟としての対応の有無
n=803

一般病棟入院基本料又は特定機能病院入院基本料を算定する病棟のうち、
令和４年８月及び令和５年５月のいずれもコロナ患者を受け入れている病棟における状況

（令和５年６月１日時点）

65

115

26

374

28

122

1

15

0% 20% 40% 60% 80% 100%

コロナ専用病棟 (n=120)

コロナ専用病棟以外 (n=626)

コロナ患者対応について専従にしている

コロナ患者だけでなくその他の患者もあわせて対応している

コロナ患者の受入人数によって、専従か否かの勤務体制を変えている

その他

コロナ患者に対する看護職員の対応
n=746

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（病棟票A）
※令和４年８月及び令和５年５月のいずれも新型コロナ患者の受入ありと回答した病棟のうち、各設問について回答のあった病棟を計上。 60
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急性期病棟等における新型コロナ入院患者への対応状況②

令和５年４～６月の間のコロナ患者最大受入時における
コロナ患者１人当たり追加配置看護職員数（日勤帯、n=522）

※一般病棟入院基本料又は特定機能病院入院基本料を算定する病棟。
追加した場合の理由は、コロナ患者の受入によるものとは限らない。

令和５年４月～５月に間のコロナ患者最大受入時における病棟の看護職員数（常勤換算）
ー 同一病棟でコロナ患者を受け入れていないときにおける看護職員数（常勤換算）

令和５年４月～５月の間のコロナ患者最大受入時における病棟内のコロナ入院患者数

追加看護職員数＝

4.7%

95.3%

追加配置した 追加配置していない

令和５年４～６月の間のコロナ患者最大受入時における
看護職員以外の職員の追加配置の有無（n=664）

※一般病棟入院基本料又は特定機能病院入院基本料を算定する病棟

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（病棟票A）
※令和４年８月及び令和５年５月のいずれも新型コロナ患者の受入ありと回答した病棟のうち、各設問について回答のあった病棟を計上。

○ 一般病棟入院基本料又は特定機能病院入院基本料を算定する病棟のうち、令和４年８月及び令和５年
５月のいずれも新型コロナ患者を受け入れている病棟のうち多くが、令和５年４～６月のうちコロナ患者を
最も多く受け入れた時点において、職員の追加配置を行っていなかった。
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7.0%

93.0%

コロナ専用治療室

コロナ専用治療室で

はない

23.6%

76.4%

コロナ専用治療室

コロナ専用治療室で

はない

コロナ専用病棟としての対応の有無 n=183

（救命救急入院料又は特定集中治療室管理料） n=128

（ハイケアユニット入院医療管理料） n=55

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（治療室票A）
※令和４年８月及び令和５年５月のいずれも新型コロナ患者の受入ありと回答した治療室のうち、各設問について回答のあった治療室を計上。

特定集中治療室等における新型コロナ入院患者への対応状況①

15

23

3

87

4

35

0

5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

コロナ専用治療室 (n=22)

コロナ専用治療室以外 (n=150)

コロナ患者対応について専従にしている

コロナ患者だけでなくその他の患者もあわせて対応している

コロナ患者の受入人数によって、専従か否かの勤務体制を変えている

その他

コロナ患者に対する看護職員の対応 n=172

○ 救命救急入院料、特定集中治療室管理料又はハイケアユニット入院医療管理料を算定する治療室のう
ち、令和４年８月及び令和５年５月のいずれも新型コロナ患者を受け入れている治療室における令和５年
６月の状況としては、多くはコロナ専用ではなく、担当する看護職員はコロナ以外の患者も併せて対応し
ていた。
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救命救急入院料、特定集中治療室管理料又はハイケアユニット入院医療管理料
を算定する治療室のコロナ患者最大受入時（令和５年４～６月）における

コロナ患者１人当たり追加配置看護職員数（日勤帯、n=94）
※追加した場合の理由は、コロナ患者の受入によるものとは限らない。

特定集中治療室等における新型コロナ入院患者への対応状況②

○ 救命救急入院料、特定集中治療室管理料又はハイケアユニット入院医療管理料を算定する治療室のう
ち、令和４年８月及び令和５年５月のいずれも新型コロナ患者を受け入れている治療室においては、令和
５年４～６月のうちコロナ患者を最も多く受け入れた時点において、看護職員又は看護職員以外の職員の
追加配置を行っていない場合が多かった。

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（治療室票A）
※令和４年８月及び令和５年５月のいずれも新型コロナ患者の受入ありと回答した治療室のうち、各設問について回答のあった治療室を計上。

1.3%

98.7%

追加配置した 追加配置していない

救命救急入院料、特定集中治療室管理料又はハイケアユニット入院医療管理料
を算定する治療室のコロナ患者最大受入時（令和５年４～６月）における

看護職員以外の職員の追加配置の有無（日勤帯、n=156）
※追加した場合の理由は、コロナ患者の受入によるものとは限らない。

令和５年４月～５月に間のコロナ患者最大受入時における病棟の看護職員数（常勤換算）
ー 同一病棟でコロナ患者を受け入れていないときにおける看護職員数（常勤換算）

令和５年４月～５月の間のコロナ患者最大受入時における病棟内のコロナ入院患者数

追加看護職員数＝
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

待合室は共同とし、その中でゾーニング…

医療機関内の別室を活用している

医療機関の建物外にプレハブ等を設置し…

通常の外来診療時間の中で、…

通常の外来診療時間の外で、…

待合患者は駐車場で待機する…

待合患者は駐車場で待機する…

その他の方法で分離している

新型コロナウイルス感染症疑い患者と…

該当あり 該当なし

待合室は共同とし、その中でゾーニングして
距離を確保している

医療機関内の別室を活用している

医療機関の建物外にプレハブ等を設置している

通常の外来診療時間の中で、
コロナ疑い患者のみ対応する時間を確保している

通常の外来診療時間の外で、
コロナ疑い患者のみ対応する時間を確保している

待合患者は駐車場で待機する
（診察は院内で行う）

待合患者は駐車場で待機する
（診察も多くは駐車場で行う）

その他の方法で分離している

新型コロナウイルス感染症疑い患者と
その他で分離はしていない

診療所の外来における新型コロナ患者への対応状況①

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（外来施設票）
※令和４年８月及び令和５年５月のいずれも新型コロナ患者の受入ありと回答した無床診療所のうち、各設問について回答のあった施設を計上。

○ 令和４年８月及び令和５年５月のいずれも新型コロナ患者及び疑い患者を外来で受け入れている無床診
療所における令和５年６月時点の状況としては、

・ 医療機関内の別室や、駐車場の活用によりゾーニングを行っている場合が多かった。
・ 検体を採取する職員以外はガウンや手袋、フェイスシールドは装着しないなど、PPEの使用につい
て効率化を行っている場合が多かった。

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．検体を採取する職員以外は、ガウンや

手袋は装着しない（マスク、フェイスシール…

２．検体を採取する職員以外は、ガウンや

手袋、フェイスシールドは装着しない（マス…

３．装着するPPEについて、汚染されるまで

交換はしない

４．１～３上記以外の方法で効率化を

図っている

５．１～４のいずれか１つ以上に該当

６．検体採取の有無に関わらず患者に対

応する職員全て、ガウン、手袋、マスクを装…

該当あり 該当なし

令和４年８月及び令和５年５月のいずれも外来でコロナ患者を受け入れている無床診療所における状況
（令和５年６月１日時点）

(ゾーニングの状況) (PPEの使用の状況)

１．検体を採取する職員以外は、ガウンや手袋は装着しない
（マスク、フェイスシールドは装着）

２．検体を採取する職員以外は、ガウンや手袋、フェイスシー
ルドは装着しない（マスクは装着）

３．装着するPPEについて、汚染されるまで交換はしない

４．１～３以外の方法で効率化を行っている

５．１～４のいずれか１つ以上に該当

６．検体採取の有無に関わらず患者に対応する職員全て、
ガウン、手袋、マスクを装着し患者ごとに交換している
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体 (n=333)

10人/月 未満 (n=72)

10人以上33人未満/月未満(n=95)

34人以上86人未満/月未満(n=79)

87人/月以上(n=87)

追加あり 追加なし

診療所の外来における新型コロナ患者への対応状況②

25%点：10人

50%点：33人

75%点：86人

○ 令和４年８月及び令和５年５月のいずれも新型コロナ患者及び疑い患者を外来で受け入れている無床診
療所における令和５年６月時点の状況としては、約35％で外来に追加の人員配置を行っていた。

○ 追加の人員配置を行っている割合は、月当たりのコロナ（疑い）患者の受入人数が多い場合に高い傾向
にあった。

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（外来施設票）
※令和４年８月及び令和５年５月のいずれも新型コロナ患者の受入ありと回答した無床診療所のうち、各設問について回答のあった施設を計上。

令和４年８月及び令和５年５月のいずれも外来で新型コロナ患者を受け入れている
無床診療所における令和５年５月の新型コロナ患者（疑いを含む。）の受入人数

（n=333）

令和４年８月及び令和５年５月のいずれも外来で新型コロナ患者を受け入れている
無床診療所における令和５年５月の新型コロナ患者（疑いを含む。）の受入人数

ごとの外来職員の追加配置の有無
(n=333)

65

中医協 総－１

５． ９． 13



診療所の外来における新型コロナ患者への対応状況③

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

コロナ疑い患者用の待合場を設けたことによる

当該待合場内の患者の対応が別に必要なため

コロナ疑い患者への問診、療養指導のため

コロナに関する特例的な事務手続き（医療費関係等）のため

標榜時間外に発熱患者を診ることにより、

時間外勤務の必要が生じるため

その他

コロナ疑い患者用の待合場を設けたことによる

当該待合場内の患者の対応が別に必要なため

コロナ疑い患者への問診、療養指導のため

コロナに関する特例的な事務手続き（医療費関係等）のため

標榜時間外に発熱患者を診ることにより、

時間外勤務の必要が生じるため

その他

看
護
職
員

事
務
員

該当あり 該当なし

○ 令和４年８月及び令和５年５月のいずれも新型コロナ患者及び疑い患者を外来で受け入れている無床診
療所のうち追加の人員配置を行っている診療所における追加の理由としては、コロナ疑い患者への問診・
療養指導や、専用待合場における患者対応が多かった。

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（外来施設票） ※令和４年８月及び令和５年５月のいずれも新型コロナ患者の受入ありと回答した無床診療所のうち、各設問について回答のあった施設を計上。

令和４年８月及び令和５年５月のいずれもコロナ疑い患者を受け入れている
診療所のうち令和５年６月１日時点で外来職員の追加配置を行っている

場合の追加の理由（n=115）
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１．共通項目

２．令和５年度各調査項目

（１）一般病棟入院基本料等における「重症度、医療・看護必要度」の施設基準等の見直しの影響に

ついて（その２）

（２）特定集中治療室管理料等の集中治療を行う入院料の見直しの影響について（その２）

（３）地域包括ケア病棟入院料及び回復期リハビリテーション病棟入院料の実績要件等の見直しの

影響について（その２）

（４）療養病棟入院基本料等の慢性期入院医療における評価の見直しの影響について（その２）

（５）新興感染症等にも対応できる医療提供体制の構築に向けた評価等について（その２）

（６）医療従事者の負担軽減、医師等の働き方改革の推進に係る評価等について（その２）

（７）外来医療に係る評価等について（その２）

（８）医療資源の少ない地域における保険医療機関の実態について

３．その他の調査結果
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40.4%

23.8%

35.8%

全ての業務について許可を受けている

許可を受けている業務と受けていない業務がある

許可を受けている業務はない

○ ６割以上の施設で夜間医師が従事する業務に係る宿日直許可を取得していた。
〇 許可を受けている業務と受けていない業務がある場合の許可を受けている業務の内容は、救急外来業務、
一般病棟業務を挙げる医療機関が多かった。

夜間医師が従事する業務に係る宿日直許可の取得状況

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（施設調査票（A票））

■宿日直許可の取得状況
（n=1,295）

■許可を受けている業務と受けていない業務がある場合の
許可を受けている業務の内容 （n=308）

138

160

92

61

53

35

22

32

0 50 100 150 200

救急外来業務

一般病棟業務

院内管理業務

ICU業務

HCU業務

NICU業務

MFICU業務

SCU業務

※ Ａ票の対象医療機関のうち、急性期一般入院料、地域一般入院料、専門病院入院基本料、特定機能病院入院基本料のいずれかを届け出ている医
療機関の回答を集計。
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12.4%
15.8%

11.1%
15.0%

24.4%

40.4%
25.8%

30.9%
27.6%

24.4%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

一般病棟 特定集中治療室 ハイケアユニット NICU MFICU

許可を受けている業務と受けていない業務があり、当該病棟の業務は許可を得ている 全ての業務で取得

○ 一般病棟については半数以上の病院が、医師の業務について宿日直許可を受けており、治療室の中では、
ＭＦＩＣＵが、その業務に関して宿日直許可を受けている割合が高かった。

病棟の種類別の宿日直許可の取得状況

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（施設調査票（A票））

■病棟の種類別の宿日直許可の取得状況

※ Ａ票の対象医療機関のうち、急性期一般入院料、地域一般入院料、専門病院入院基本料、特定機能病院入院基本料のいずれかを届け出ている
医療機関の回答を集計。

※ 医療機関単位で、医師の業務に係る宿日直許可が取得されている割合を集計。
※ 医療機関単位での調査であり、特定集中治療室等において、施設基準で求める専任の医師が宿日直許可を受けているか、当該専任の医師以外
で勤務している医師が宿日直許可を受けているかは区別できない。

n = 1,295 n = 341 n = 127 n = 78n = 395
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20.9%

79.1%

届出あり 届出なし

○ 急性期一般入院料等を届け出ている医療機関において、20.9％の医療機関が、手術もしくは処置の休日
１・時間外１・深夜加算１を届け出ている。

〇 手術もしくは処置の休日１・時間外１・深夜加算１を届け出ている医療機関は、届け出ていない
医療機関に比較し、当直明けの医師の勤務について、勤務間インターバルの配慮をしている割合に
大きな差はない。

手術もしくは処置の休日１・時間外１・深夜加算１の届け出状況

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（施設調査票（A票））

■手術もしくは処置の休日１・時間外１・深夜
加算１の届け出状況
（n=1,338） ■手術もしくは処置の休日１・時間外１・深夜加算１の届け

出の有無別の自院での当直明けの医師の勤務に対する対応

※ Ａ票の対象医療機関のうち、急性期一般入院料、地域一般入院料、専門病院入院基本料、特定機能病院入院基本料のいずれかを届け出ている医
療機関の回答を集計。

51.6%

42.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

届出あり

届出なし

勤務間インターバルの確保 特段配慮していない
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１．共通項目

２．令和５年度各調査項目

（１）一般病棟入院基本料等における「重症度、医療・看護必要度」の施設基準等の見直しの影響に

ついて（その２）

（２）特定集中治療室管理料等の集中治療を行う入院料の見直しの影響について（その２）

（３）地域包括ケア病棟入院料及び回復期リハビリテーション病棟入院料の実績要件等の見直しの

影響について（その２）

（４）療養病棟入院基本料等の慢性期入院医療における評価の見直しの影響について（その２）

（５）新興感染症等にも対応できる医療提供体制の構築に向けた評価等について（その２）

（６）医療従事者の負担軽減、医師等の働き方改革の推進に係る評価等について（その２）

（７）外来医療に係る評価等について（その２）

（８）医療資源の少ない地域における保険医療機関の実態について

３．その他の調査結果
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医師に係る研修の修了状況

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（外来施設票）

○ 医療機関における研修を修了した医師の状況は以下のとおり。
○ 慢性疾患に係る適切な研修を修了した医師は40.8％、日本医師会のかかりつけ医機能研修を全て修了
した医師は36.9％の医療機関に配置されていた。

40.8%

59.2%

慢性疾患に係る適切な研修を修了し

た医師の有無(n=684)

あり

なし

36.9%

13.7%

49.3%

日本医師会のかかりつけ医機能研修を修了した医

師の有無(n=685)

日本医師会のかかりつけ医機能研修

を修了した医師がいる

日本医師会のかかりつけ医機能研修

を修了した医師はいないが、研修の

一部を受講した医師はいる

01及び02以外

28.3%

71.7%

「認知症サポート医養成研修事業」を修

了した医師の有無(n=689)

あり

なし

30.7%

69.3%

「かかりつけ医認知症対応力向上研修

事業」を修了した医師の有無(n=689)

あり

なし

1.5%

98.5%

全日本病院協会による「全日病総合医育成プログ

ラム」を修了した医師の有無(n=672)

あり

なし

0.9%

99.1%

日本病院会による「病院総合医育成プロ

グラム」を修了した医師の有無(n=675)

あり

なし
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特定機能病院(n=59) 地域医療支援病院(n=362)

紹介割合 紹介割合

50%以上 50%未満 50%以上 50%未満

逆紹介割合
30‰以上 54施設 91.5% 0施設 0.0% 335施設 92.5% 9施設 2.5%

30‰未満 4施設 6.8% 1施設 1.7% 12施設 3.3% 6施設 1.7%

許可病床400床以上(n=294)

紹介割合

40%以上 40%未満

逆紹介割合
20‰以上 279施設 94.9% 5施設 1.7% 初診料及び外来診療料の減算対象

20‰未満 9施設 3.1% 1施設 0.3%

病院区分別の紹介・逆紹介割合

○ 初診料及び外来診療料における紹介・逆紹介割合に基づく減算規定について、いずれの病院区分にお
いても、90％を超える医療機関が基準を超えていた。

○ 特定機能病院においては逆紹介割合の基準を超えていない施設が8.5％であった。地域医療支援病院
では紹介割合は4.2％、逆紹介割合は5.0％の施設が基準を下回っていた。許可病床400床以上病院では
紹介割合は2.0％、逆紹介割合は3.4％の施設が基準を下回っていた。

病院区分別基準値の充足状況

紹介割合・逆紹介割合の分布

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（入院施設票）

紹介割合(%) 逆紹介割合(‰）

特定機能病院
地域医療支援

病院
許可病床400床
以上病院

特定機能病院
地域医療支援

病院
許可病床400床
以上病院

(n=59) (n=362) (n=294) (n=59) (n=362) (n=294)

第3四分位点 96.3 98.4 97.3 第3四分位点 51.9 92.5 83.6

中央値 88.3 86.8 87.0 中央値 40.5 71.0 60.2

第1四分位点 83.0 76.1 76.2 第1四分位点 35.8 52.4 42.4

平均値 88.5 90.4 88.3 平均値 44.6 79.7 66.0
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初診及び再診における紹介・逆紹介の状況

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（外来施設票）

令和４年５月（n=507) 令和５年５月（n=507)

初診患者数

うち、紹介状に
より紹介された
患者数

うち、自院から
過去に紹介した
患者が紹介状
により紹介され
た患者数

75%Tile値 212.5 9.0 0.0

中央値 88 3 0

25%Tile値 35.0 0.0 0.0

平均値 180.8 14.0 2.4

再診患者数（延数）

紹介状により他
の病院または
診療所に紹介し
た患者数

75%Tile値 1,280.5 27.5

中央値 737 12

25%Tile値 450.0 4.0

平均値 1,128.3 27.8

初診患者数

うち、紹介状に
より紹介された
患者数

うち、自院から
過去に紹介した
患者が紹介状
により紹介され
た患者数

75%Tile値 231.5 10.0 1.0

中央値 110 3 0

25%Tile値 39.5 0.0 0.0

平均値 198.9 14.8 2.3

再診患者数（延数）

紹介状により他
の病院または
診療所に紹介し
た患者数

75%Tile値 1,343.0 27.5

中央値 790 14

25%Tile値 466.0 5.0

平均値 1,175.8 28.2

○ 令和４年・令和５年の５月の初診及び再診における紹介・逆紹介の状況は以下のとおり。
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地域包括診療料・加算の介護保険制度に関する要件

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（外来施設票）

○ 地域包括診療料・加算における介護保険制度に関する満たすことができている要件は以下のとおり。

○ 令和５年４月以降に届出をした施設及び令和５年３月以前に届出をしている施設それぞれにおいて、「医
師における都道府県等が実施する主治医意見書に関する研修受講」が最多であった。

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

居宅介護支援事業者の指定と常勤の介護支援専門員の配置

居宅療養管理指導または短期入所療養介護等の提供実績

介護サービス事業所の併設

地域ケア会議に年１回以上出席

介護保険のリハビリテーションの提供

介護認定審査会の委員経験

医師における都道府県等が実施する主治医意見書に関する研修受講

医師の介護支援専門員の資格保有

【病院の場合】総合評価加算の届出又は介護支援連携指導料の算定

令和５年４月以降にはじめて地域包括診療料・地域包括診療加算の届出をしている病院・診療所（N=34）

令和５年３月以前に、地域包括診療料・地域包括診療加算の届出をしている病院・診療所の場合（N=194）
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地域包括診療料・加算の診療所に関する要件

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（外来施設票）

○ 地域包括診療料・加算における満たすことができている診療所・病院の要件は以下のとおり。

○ 令和５年４月以降に届出をした施設及び令和５年３月以前に届出をしている診療所それぞれにおいて、
「在宅療養支援診療所である」が最多であった。

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

24 時間対応をしている薬局を連携先として確保できたため

時間外対応加算１の届出を行っている

時間外対応加算２の届出を行っている

時間外対応加算３の届出を行っている

常勤換算２名以上（うち１名以上が常勤）の医師を配置している

在宅療養支援診療所である

令和５年４月以降にはじめて地域包括診療料・地域包括診療加算の届出をしている診療所（N=13）

令和５年３月以前に、地域包括診療料・地域包括診療加算の届出をしている診療所の場合（N=190）
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機能強化加算に係る実績

○ 地域包括診療料２又は地域包括診療加算２を届出を行っている施設の機能強化加算の実績状況は以
下のとおり。地域包括診療料／地域包括診療加算の算定患者は20人以上が70％であった。

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（外来施設票）

施設数 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6-9人 10-19人 20人以上

地域包括診療料／地域包括診療加算の算定患者 70 15.7% 0.0% 0.0% 5.7% 2.9% 1.4% 0.0% 4.3% 70.0%

在宅患者訪問診療料１の「１」を算定した患者数 68 22.1% 5.9% 4.4% 1.5% 5.9% 5.9% 4.4% 13.2% 36.8%

  「在宅患者訪問診療料（Ⅱ）（注１のイの場合に

限る）を算定した患者数 62 93.5% 0.0% 0.0% 0.0% 1.6% 0.0% 0.0% 3.2% 1.6%

往診料を算定した患者数 67 22.4% 10.4% 3.0% 1.5% 1.5% 3.0% 16.4% 14.9% 26.9%
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小児かかりつけ診療料の届出状況

○ 小児科を標榜している施設のうち、小児かかりつけ診療料１は17.3％、小児かかりつけ診療料２は4.7％
の施設が届出を行っていた。

○ 小児かかりつけ診療料を届け出ていない理由としては、「専ら小児科または小児外科を担当する常勤の
医師を確保できない」が多い。

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（外来施設票）

17.3%

4.7%

78.0%

小児科を標榜している施設

の届出状況（N=150)

小児かかりつけ診療料１

小児かかりつけ診療料２

いずれの届出もなし

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

専ら小児科または小児外科を担当する常勤の医師を確保でき
ないため

時間外対応加算１又は２の届出ができないため

時間外対応加算３を届出ができず、かつ在宅医当番医制等に
より、初期小児救急医療に参加し、休日または夜間の診療を…

乳幼児の健康診査を実施してないため

予防接種を実施していないため

過去１年間に15歳未満の超重症児または準超重症児に対して
在宅医療を提供した実績を有していないため

幼稚園の園医、保育園の嘱託医または小学校もしくは中学校
の学校に就任していないため

外来患者に算定対象となる患者がいないから・少ないため

他院への通院状況等、把握しなければならない項目が多く、医
師の負担が重いため

患者に小児かかりつけ診療料の意義を理解してもらうことが困
難であるため

患者本人や家族から、小児かかりつけ診療料算定の承諾が見
込めないため

経営上のメリットが少ないため

他の医療機関の届出動向や運用状況などの情報収集を行って
いる段階であるため

その他

小児かかりつけ診療料を届け出ていない理由（N=111）
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生活習慣病に係る外来受診実人数

○ 生活習慣病にかかる外来受診患者数は以下のとおり。
○ 脂質異常症、高血圧、糖尿病それぞれについて、多くの患者は特定疾患療養管理料を算定しているの
が約７～８割であり、生活習慣病管理料を算定しているのは約１％であった。

令和５年５月１か月間の外来患者の実人数
（令和５年５月１か月間の実人数） 件数 平均値

平均値
の割合 25%tile値 50%tile値 75%tile値

01 脂質異常症を主病とする患者の概ねの人数 427 110.6 ‐ 0.0 34.0 131.0

02 01のうち、生活習慣病管理料を算定した患者の概ねの人数 427 1.4 1.3% 0.0 0.0 0.0

03 01のうち、特定疾患療養管理料を算定した患者の概ねの人数 427 92.3 83.5% 0.0 20.0 102.5

04 高血圧を主病とする患者の概ねの人数 430 261.4 0.0 131.0 352.8

05 04のうち、生活習慣病管理料を算定した患者の概ねの人数 430 4.0 1.5% 0.0 0.0 0.0

06 04のうち、特定疾患療養管理料を算定した患者の概ねの人数 430 206.0 78.8% 0.0 89.5 295.5

07 糖尿病を主病とする患者の概ねの人数 428 124.7 0.0 34.5 126.3

08 07のうち、生活習慣病管理料を算定した患者の概ねの人数 428 1.3 1.1% 0.0 0.0 0.0

09 07のうち、特定疾患療養管理料を算定した患者の概ねの人数 428 90.5 72.5% 0.0 20.0 100.0

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（外来施設票） 79



生活習慣病管理料の算定について困難なこと

○ 生活習慣病管理料の算定について困難なこととしては、「療養計画書を作成し、患者に対して丁寧に説
明の上当該計画書に署名を受けること」が最も多い。

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（外来施設票）

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

困難に感じることはない

許可病床数が200床未満の病院又は診療所であること

該当する患者がいないこと

療養計画書を作成し、患者に対して丁寧に説明の上当該計画書に署名を受ける
こと

糖尿病の患者について、血糖値及びHbA1cの値を測定すること

糖尿病の患者について、血糖値及びHbA1cの値を療養計画書に記載すること

高血圧症の患者について、血圧の値を測定すること

高血圧症の患者について、血圧の値を療養計画書に記載すること

他院への通院状況等、把握しなければならない項目が多く、医師の負担が重いた
め

学会等の診療ガイドライン等や診療データベース等の診療支援情報を必要に応じ
て参考にすること

地域包括診療加算・地域包括診療料を算定しているため

病状が安定している等の理由により受診間隔が月１回より長いため

生活習慣病管理料を算定することで自己負担額が上がることについて患者の理
解が得にくいこと

年１回程度眼科の医師の診察を受けるよう指導を行うこと

その他（具体的に:
n=392
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生活習慣病にかかる医科歯科連携

○ 糖尿病を主病とする患者が１名以上いる施設において、糖尿病を主病としている患者に歯科受診の推奨
を実施している施設は51.2％、糖尿病と歯周病の関係性（※）について知っている施設は90.6％であった。

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（外来施設票）

90.6% 9.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

糖尿病と歯周病の関係性（※）について知っているかどうか（N=289）

はい いいえ

51.2% 48.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

糖尿病を主病としている患者に歯科受診の推奨を実施してるかどうか（n=287）

あり なし

※ 糖尿病診療ガイドライン2019（日本糖尿病学会）において、歯周病は慢性炎
症として血糖コントロールに悪影響を及ぼすこと等が示されている。
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生活習慣病にかかる多職種の関与

○ 生活習慣病管理料における総合的な治療管理の実施において、連携している職種としては看護師が最
多であった。

○ 糖尿病を主病としている患者に対する管理栄養士による栄養指導を実施しているのは36.3％であった。
また、栄養指導を実施している管理栄養士の所属としては自院（常勤）が最多であった。

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（外来施設票）

88.6%

27.3%

31.8%

9.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

看護師

薬剤師

管理栄養士

その他

生活習慣病管理料における総合的な治療管理の

実施において、連携している職種(n=44)

36.3% 63.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

糖尿病を主病としている患者に対する管理栄養士

による栄養指導を実施の有無(n=289)

あり なし

59.6%

28.8%

15.4%

5.8%

0% 20% 40% 60% 80%

自院（常勤）

自院（非常勤）

他の保険医療機関

栄養士会が運営する「栄養ケア・ス
テーション」

栄養指導を実施している管理栄養士の所属(n=104)
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時間外対応加算に係る体制

○ 時間外対応加算における患者からの電話等による問い合わせに応じる体制としては、加算１～３全てに
おいて、診療所に勤務している常勤の医師が応対する体制が多かった。

○ 相談の結果、緊急の対応が必要と判断された場合に、実施可能な対応については、他の医療機関との
連携又は緊急搬送等が最多であった。

時間外対応加算における患者からの電話等

による問い合わせに応じる体制

01_診療所に勤務

している常勤の医

師が応対

02_診療所に勤務

している非常勤の

医師が応対

03_診療所に勤務

している看護職員

が応対

04_診療所に勤務

している事務職員

が応対 05_その他

時間外対応加算１(n=213) 84.0% 14.1% 43.7% 22.5% 1.4%

時間外対応加算２(n=110) 89.1% 6.4% 18.2% 12.7% 6.4%

時間外対応加算３(n=8) 87.5% 12.5% 12.5% 12.5% 0.0%

※ 時間外対応加算３については当番日に限る

電話等による相談の結果、緊急の対応が

必要と判断された場合に、実施可能な対

応について

01_診療所にお

ける外来診療

02_診療所の医

師による往診

03_診療所の医

師（当該診療

所における対

面診療の実績

を有するもの

に限る）によ

るオンライン

診療

04_03に示す

医師以外によ

るオンライン

診療

05_他の医療機

関との連携ま

たは緊急搬送

等

06_その他

時間外対応加算１(n=217) 70.0% 67.7% 13.4% 0.9% 81.6% 0.9%

時間外対応加算２(n=112) 66.1% 52.7% 7.1% 1.8% 85.7% 1.8%

時間外対応加算３(n=8) 62.5% 50.0% 12.5% 0.0% 50.0% 0.0%

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（外来施設票） 83



連携強化診療情報提供料の算定状況等

○ 連携強化診療情報提供料の施設基準としては注１の施設基準（敷地内が禁煙であること等、禁煙
に係る施設基準）が最も多い。

○ 自院に、他院から紹介された患者について、当該患者を紹介した医療機関からの求めに応じて情
報提供した場合以外は殆ど算定されていない。

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（外来施設票）

件数 平均値
01 地域包括診療加算等※１を届け出ている医療機関から紹介された患者について、当該患者を紹介した医療機関から
の求めに応じて情報提供した場合

122 0.574

02 自院（地域包括診療加算等※１を届け出ている場合）に、他院から紹介された患者について、当該患者を紹介した
医療機関からの求めに応じて情報提供した場合

127 7.386

03 難病診療連携拠点病院又は難病診療分野別拠点病院において、他院から紹介された難病（疑い含む）の患者につい
て、当該患者を紹介した医療機関から応じて情報提供の求めに応じて情報提供した場合

121 0.000

04 てんかん支援拠点病院であって、他院から紹介されたてんかん（疑い含む）の患者について、当該患者を紹介した
医療機関からの求めに応じて情報提供した場合

121 0.000

05 産科若しくは産婦人科を標榜している医療機関から紹介された妊娠している患者について、当該患者を紹介した医
療機関に情報提供した場合

121 0.008

06 自院が産科若しくは産婦人科を標榜していて、妊娠している患者を紹介した他の医療機関からの求めに応じて情報
提供した場合

120 0.000

07 01~04以外で、妊娠している患者について情報提供した場合 118 0.000

連携強化診療情報提供料の施設基準を満たしている病院・診療所における算定延べ回数（令和５年５月１か月間）

※１ 地域包括診療加算等とは、地域包括診療加算、地域包括診療料、小児かかりつけ診療料、在宅時医学総合管理料（在宅療養支援診療
所又は在宅療養支援病院に限る。）若しくは施設入居時等医学総合管理料（在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る。）を指します。

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

注１の施設基準（敷地内が禁煙であること等、禁煙に係る施設基準）

注３の施設基準（禁煙に係る施設基準に加え、地域包括診療料等、かかりつけ医
機能に関する施設基準を届け出ていること）

注４の施設基準（禁煙に係る施設基準に加え、難病（疑い含む）の患者の場合は難
病診療連携拠点病院または難病診療分野別診療拠点病院、てんかん（疑い含…

注５の施設基準（禁煙に関する施設基準に加え、妊娠中の患者の診療につき十分
な体制を整備していること等の基準）
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かかりつけ医機能（施設票）

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（外来施設票）

○ 施設が有するかかりつけ医機能としては、「必要時に専門医に紹介する」が最多であった。

50.0%

67.2%

94.8%

56.2%

50.9%

78.8%

71.7%

50.6%

78.8%

72.5%

86.2%

55.8%

73.8%

68.0%

63.1%

54.8%

50.9%

70.9%

62.8%

81.1%

61.8%

63.4%

41.5%

24.0%

25.1%

41.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

どんな病気でもまずは診療できる

これまでの病歴や家族背景等を把握している

必要時に専門医に紹介する

夜間や休日であっても、患者の体調が悪くなった場合に連絡を受ける

夜間や休日であっても、患者の緊急時に受け入れるか、受診できる医療機関を紹介する

体調が悪くなった場合の対処方法について、あらかじめ助言や指導を行う

栄養、運動に関することなど生活習慣病の予防を含めた健康な生活のための助言や指導を行ってくれる

喫煙者に対して禁煙指導を行う

健康診断や検診などの受診状況や結果を把握し、それに応じた助言や指導を行う

予防接種の実施状況の把握、予防接種の有効性・安全性に関する指導・相談への対応を行う

予防接種を実施する

患者が受診しているすべての医療機関や処方薬を把握する

患者が入院や手術を行った医療機関と連携する

患者の処方を担当する薬局と連携する

往診や訪問診療などの在宅医療を行う

在宅医療において看取りを行う

患者やその家族と、患者の自分らしい人生の終わり方（ACP）について話し合う

患者が利用する訪問看護と連携する

地域の介護職などの他の関連職種との連携を行う

要介護認定に関する主治医意見書を作成する

認知症に関する助言や指導を行う

行政への協力や学校医、産業医など地域の医療介護や福祉に関わる活動を行う

医療保険者や職場と連携し、必要な情報のやり取りを行う

診療に関する情報を患者に提供するにあたって、ICT（情報通信機器）を活用する

診療に関する情報を他の医療機関と共有・連携するにあたって、ICT（情報通信機器）を活用する

オンライン資格確認システムを用いて、薬剤情報や健診情報を診療に活用している

施設が有しているかかりつけ医機能（外来施設票、n=650）
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かかりつけ医機能（機能強化加算届出有無）

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（外来施設票）

○ 施設が有するかかりつけ医機能としては、機能強化加算の届出がある施設の方がかかりつけ医機能を
有している割合が高かった。

61.4%

79.3%

98.1%

78.4%

72.5%

89.8%

86.7%

64.5%

91.4%

89.8%

98.1%

67.6%

86.1%

81.2%

88.9%

84.9%

74.4%

88.9%

80.9%

92.6%

81.5%

78.4%

55.6%

34.0%

37.3%

49.7%

0.9%

37.9%

54.2%

91.2%

33.3%

29.1%

67.6%

56.9%

36.6%

65.7%

55.2%

74.5%

43.5%

60.1%

54.6%

36.9%

23.9%

27.5%

51.6%

43.8%

69.0%

42.5%

48.4%

28.1%

13.7%

13.4%

33.3%

1.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

どんな病気でもまずは診療できる

これまでの病歴や家族背景等を把握している

必要時に専門医に紹介する

夜間や休日であっても、患者の体調が悪くなった場合に連絡を受ける

夜間や休日であっても、患者の緊急時に受け入れるか、受診できる医療機関を紹介する

体調が悪くなった場合の対処方法について、あらかじめ助言や指導を行う

栄養、運動に関することなど生活習慣病の予防を含めた健康な生活のための助言や指導を行ってくれる

喫煙者に対して禁煙指導を行う

健康診断や検診などの受診状況や結果を把握し、それに応じた助言や指導を行う

予防接種の実施状況の把握、予防接種の有効性・安全性に関する指導・相談への対応を行う

予防接種を実施する

患者が受診しているすべての医療機関や処方薬を把握する

患者が入院や手術を行った医療機関と連携する

患者の処方を担当する薬局と連携する

往診や訪問診療などの在宅医療を行う

在宅医療において看取りを行う

患者やその家族と、患者の自分らしい人生の終わり方（ACP）について話し合う

患者が利用する訪問看護と連携する

地域の介護職などの他の関連職種との連携を行う

要介護認定に関する主治医意見書を作成する

認知症に関する助言や指導を行う

行政への協力や学校医、産業医など地域の医療介護や福祉に関わる活動を行う

医療保険者や職場と連携し、必要な情報のやり取りを行う

診療に関する情報を患者に提供するにあたって、ICT（情報通信機器）を活用する

診療に関する情報を他の医療機関と共有・連携するにあたって、ICT（情報通信機器）を活用する

オンライン資格確認システムを用いて、薬剤情報や健診情報を診療に活用している

その他

施設が有しているかかりつけ医機能（外来施設票、n=650）

機能強化加算届出あり（n=324) 機能強化加算届出なし（n=306）
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かかりつけ医機能（患者票）

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（外来施患者票）

○ 患者が「かかりつけ医」に求める役割としては、「必要時に専門医に紹介する」が最多であった。

77.9%

63.6%

81.3%

41.2%

38.6%

57.0%

44.4%

10.7%

57.2%

56.6%

47.0%

49.5%

49.1%

27.1%

25.7%

18.2%

19.2%

21.8%

21.6%

26.7%

20.1%

13.6%

14.0%

11.3%

13.4%

11.0%

1.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

どんな病気でもまずは診療してくれる

これまでにかかった病気や家族背景等を把握してくれている

必要時に専門医に紹介してくれる

夜間や休日であっても、体調が悪くなった場合に連絡できる

夜間や休日であっても、緊急時に受け入れるか、受診できる医療機関を紹介してくれる

体調が悪くなった場合の対処方法について、あらかじめ助言や指導を行ってくれる

栄養、運動に関することなど生活習慣病の予防を含めた健康な生活のための助言や指導を行ってくれる

喫煙者に対して禁煙指導を行ってくれる

健康診断や検診などの受診状況や結果を把握し、それに応じた助言や指導を行ってくれる

予防接種を推奨・実施してくれる

受診しているすべての医療機関や処方された薬を把握してくれる

入院や手術を行った医療機関と連携してくれる

調剤を行う薬局と連携してくれる

医療機関で薬を受け取ることができる

往診や訪問診療などの在宅医療を行ってくれる

在宅医療において看取りを行ってくれる

自分らしい人生の終わり方の相談ができる

利用する訪問看護と連携してくれる

地域の介護職などの他の関連職種との連携を行ってくれる

要介護認定に関する主治医意見書を作成してくれる

認知症に関する助言や指導を行ってくれる

行政への協力や学校医、産業医など地域の医療介護や福祉に関わる活動を行ってくれる

医療保険者や職場と連携し、必要な情報のやり取りを行ってくれる

診療に関する情報を患者に提供するにあたって、ICT（情報通信機器）を活用してくれる

診療に関する情報を他の医療機関と共有・連携するにあたって、ICT（情報通信機器）を活用してくれる

オンライン資格確認システムを用いて、薬剤情報や健診情報を診療に活用してくれる

その他

あなたにとっての「かかりつけ医」に求める役割は何ですか（外来患者票、n=2,705）
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かかりつけ医機能（インターネット調査）

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（インターネット調査票）

○ 患者が「かかりつけ医」に求める役割としては、「どんな病気でもまずは診療してくれる」が最多であった。

60.5%

40.4%

43.9%

18.1%

14.5%

17.9%

10.4%

1.4%

21.8%

15.5%

14.2%

17.3%

14.7%

8.2%

6.1%

3.3%

4.4%

3.3%

4.1%

4.5%

3.6%

3.0%

3.5%

3.0%

3.5%

4.5%

1.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

どんな病気でもまずは診療してくれる

これまでにかかった病気や家族背景等を把握してくれている

必要時に専門医に紹介してくれる

夜間や休日であっても、体調が悪くなった場合に連絡できる

夜間や休日であっても、緊急時に受け入れるか、受診できる医療機関を紹介してくれる

体調が悪くなった場合の対処方法について、あらかじめ助言や指導を行ってくれる

栄養、運動に関することなど生活習慣病の予防を含めた健康な生活のための助言や指導を行ってくれる

喫煙者に対して禁煙指導を行ってくれる

健康診断や検診などの受診状況や結果を把握し、それに応じた助言や指導を行ってくれる

予防接種を推奨・実施してくれる

受診しているすべての医療機関や処方された薬を把握してくれる

入院や手術を行った医療機関と連携してくれる

調剤を行う薬局と連携してくれる

医療機関で薬を受け取ることができる

往診や訪問診療などの在宅医療を行ってくれる

在宅医療において看取りを行ってくれる

自分らしい人生の終わり方の相談ができる

利用する訪問看護と連携してくれる

地域の介護職などの他の関連職種との連携を行ってくれる

要介護認定に関する主治医意見書を作成してくれる

認知症に関する助言や指導を行ってくれる

行政への協力や学校医、産業医など地域の医療介護や福祉に関わる活動を行ってくれる

医療保険者や職場と連携し、必要な情報のやり取りを行ってくれる

診療に関する情報を患者に提供するにあたって、ICT（情報通信機器）を活用してくれる

診療に関する情報を他の医療機関と共有・連携するにあたって、ICT（情報通信機器）を活用してくれる

オンライン資格確認システムを用いて、薬剤情報や健診情報を診療に活用してくれる

その他

あなたにとっての「かかりつけ医」に求める役割は何ですか（外来患者票、n=2,244）
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介護との連携

○ 医療機関における介護との連携の取組について、「要介護認定に関する主治医意見書の作成」は96.9％
が取り組んでいた。

○ 「サービス担当者会議への参加」は40.4％、「介護支援専門員とのケアプラン策定等に係る相談時間の
確保」は39.0％の医療機関が取り組んでいた。

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（外来施設票）

96.9%

40.4%

32.0%

39.0%

32.9%

12.8%

47.0%

47.7%

41.6%

6.8%

1.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

要介護認定に関する主治医意見書を作成する

サービス担当者会議への参加

地域ケア会議への参加

介護支援専門員とのケアプラン策定等に係る相談時間の確保

市町村が実施する在宅医療・介護連携推進事業への参加

地域リハビリテーション活動支援事業等の一般介護予防事業への協力

介護認定審査会の委員経験

高齢者施設の協力医療機関となっている

高齢者施設に対して感染対策等の必要な助言を実施している

認知症カフェの開催・協力

その他
n=587
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介護との連携（機能強化加算届出有無）

○ 医療機関における介護との連携について、「要介護認定に関する主治医意見書の作成」は９割以上が取
り組んでいた。

○ 機能強化加算を届出している医療機関の方が介護のとの連携に取り組んでいた。

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（外来施設票）

98.1%

55.9%

44.7%

51.4%

45.3%

15.4%

55.6%

63.7%

59.5%

10.0%

1.3%

95.4%

21.9%

17.7%

24.6%

17.7%

9.2%

37.7%

28.8%

20.8%

2.7%

2.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

要介護認定に関する主治医意見書を作成する

サービス担当者会議への参加

地域ケア会議への参加

介護支援専門員とのケアプラン策定等に係る相談時間の確保

市町村が実施する在宅医療・介護連携推進事業への参加

地域リハビリテーション活動支援事業等の一般介護予防事業への協力

介護認定審査会の委員経験

高齢者施設の協力医療機関となっている

高齢者施設に対して感染対策等の必要な助言を実施している

認知症カフェの開催・協力

その他

機能強化加算届出有り（n=311） 機能強化加算届出無し（n=260）
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介護との連携（施設類型別）

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（外来施設票）

○ 介護との連携について、病院、有床診療所、無床診療所別の回答割合は以下のとおり。

○ 有床診療所は「介護支援専門員とのケアプラン策定等に係る相談時間の確保」「高齢者施設に対して感
染対策等の必要な助言を実施している」割合が高かった。

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

要介護認定に関する主治医意見書を作成する

サービス担当者会議への参加

地域ケア会議への参加

介護支援専門員とのケアプラン策定等に係る相談時間の確保

市町村が実施する在宅医療・介護連携推進事業への参加

地域リハビリテーション活動支援事業等の一般介護予防事業への協力

介護認定審査会の委員経験

高齢者施設の協力医療機関となっている

高齢者施設に対して感染対策等の必要な助言を実施している

認知症カフェの開催・協力

その他

病院（n=81） 有床診療所（n=57） 無床診療所（n=449）
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障害福祉サービスとの連携（機能強化加算届出有無）

○ 医療機関における障害福祉サービスとの連携について、「障害支援区分の認定の際の医師意見書の作
成」等の取り組みについて、機能強化加算を届出している医療機関の方が取り組んでいた。

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（外来施設票）

64.3%

37.2%

3.0%

20.1%

4.1%

1.1%

25.3%

46.3%

18.6%

1.2%

9.9%

5.4%

0.8%

47.1%

0% 20% 40% 60% 80%

障害支援区分の認定の際の医師意見書を作成している

受診・入院時に情報共有を相談支援専門員と行っている

医療型短期入所の開設を検討している、または開設している

障害者支援施設の連携医療機関になっている

区分認定審査会の委員経験

その他（具体的に:

特に取組はしていない

機能強化加算届出有り（n=269） 機能強化加算届出無し（n=242）
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障害福祉サービスとの連携（施設類型別）

○ 医療機関における障害福祉サービスとの連携について、病院・有床診療所・無床診療所別の取組みの
状況は以下のとおり。有床診療所において、医療型短期入所の開設を検討している、または開設している
割合は6.1％であった。

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（外来施設票） 93



書面を用いた患者への説明

○ 医療機関における書面を用いた患者への説明について、内容としては患者の病状についての説明が最
多であった。必要となる介護・福祉サービスについての説明は27.7％であった。

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（外来施設票）

32.4%

56.3%

53.4%

41.9%

45.8%

27.7%

42.7%

2.1%

20.3%

0% 20% 40% 60% 80%

施設が有するかかりつけ医機能

患者の病状

治療内容

起こりうる合併症

食事・運動等の生活指導

必要となる介護・福祉サービス

急変時の対応

その他

特に取組はしていない

列1
n=525
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書面を用いた患者への説明（機能強化加算届有無）

○ 医療機関における書面を用いた患者への説明について、内容としては患者の病状についての説明が最
多であった。機能強化加算を届出している医療機関の方が、それ以外より、積極的に書面を用いた説明を
実施していた。

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（外来施設票）

49.7%

59.9%

56.4%

42.4%

54.5%

35.0%

57.3%

2.2%

11.1%

14.4%

51.9%

50.2%

40.9%

35.7%

20.6%

28.2%

2.1%

29.9%

0% 20% 40% 60% 80%

施設が有するかかりつけ医機能

患者の病状

治療内容

起こりうる合併症

食事・運動等の生活指導

必要となる介護・福祉サービス

急変時の対応

その他

特に取組はしていない

機能強化加算届出有り（n=314） 機能強化加算届出無し（n=291）
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書面を用いた説明について患者が求める内容（患者票）

○ かかりつけ医からの患者への書面を用いた説明について、患者票では、病状また治療内容についての
説明を希望する割合が高かった。

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（外来患者票）

25.3%

74.5%

73.1%

51.0%

38.0%

23.9%

43.9%

1.6%

8.8%

0% 20% 40% 60% 80%

施設が有するかかりつけ医機能

病状

治療内容

起こりうる合併症

食事・運動等の生活指導

必要となる介護・福祉サービス

急変時の対応

その他

特に期待はしていない
n=2599

96



書面を用いた説明について患者が求める内容（インターネット調査）

○ かかりつけ医からの患者への書面を用いた説明について、患者票では、病状また治療内容についての
説明を希望する割合が高かった。

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（インターネット調査票）

17.9%

46.8%

46.6%

23.8%

17.2%

9.8%

24.6%

0.1%

31.8%

0% 20% 40% 60%

施設が有するかかりつけ医機能

病状

治療内容

起こりうる合併症

食事・運動等の生活指導

必要となる介護・福祉サービス

急変時の対応

その他

特に期待はしていない
n=2244
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疾病毎の複数医療機関受診割合（患者票）
○ 疾病に対して定期的（３か月に１回以上）に通院している医療機関が２以上の患者割合は以下のとおり。
高血圧、脂質異常症、糖尿病の生活習慣病については２以上の医療機関を受診している割合は０～２％
であった。

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（患者票）

0.9%

0.0%

2.3%

14.4%

11.8%

5.7%

14.3%

4.9%

4.7%

5.3%

3.1%

4.0%

4.2%

4.1%

6.8%

2.9%

5.4%

4.2%

3.7%

1.9%

2.4%

7.4%

10.5%

0.0%

9.7%

12.5%

2.3%

6.9%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%

高血圧症(n=909)

脂質異常症(n=428)

糖尿病(n=300)

がん(n=104)

難病（国指定の難病）(n=34))

慢性頭痛(n=35)

脳血管疾患（脳梗塞後遺症などを含む）(n=63)

狭心症・心不全などの心疾患(n=183)

肺炎・気管支喘息(n=86)

慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）(n=19)

胃潰瘍・十二指腸潰瘍などの消化器疾患(n=130)

便秘症(n=151)

慢性腎不全(n=48)

骨粗しょう症・骨折(n=145)

脊柱管狭窄症・腰痛症(n=131)

関節痛・リウマチ(n=103)

アレルギー性疾患・花粉症(n=242)

湿疹・皮膚炎（アトピー含む）(n=140)

白内障・緑内障(n=163)

睡眠障害（不眠症）(n=102)

認知症(n=41)

めまい(n=54)

耳鳴り(n=19)

中耳炎(n=8)

かぜ・感冒(n=124)

発達障害(n=16)

その他精神疾患(n=43)

その他(n=359)
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疾病毎の複数医療機関受診割合（インターネット調査票）

○ 疾病に対して定期的（３か月に１回以上）に通院している医療機関が２以上の患者割合は以下のとおり。
高血圧、脂質異常症、糖尿病の生活習慣病については２以上の医療機関を受診している割合は１％前後
であった。

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（インターネット調査票）
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難病（国指定の難病）(n=25)

慢性頭痛(n=22)

脳血管疾患（脳梗塞後遺症などを含む）(n=18)

狭心症・心不全などの心疾患(n=78)

肺炎・気管支喘息(n=37)

慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）(n=14)

胃潰瘍・十二指腸潰瘍などの消化器疾患(n=42)

便秘症(n=44)

慢性腎不全(n=11)

骨粗しょう症・骨折(n=32)

脊柱管狭窄症・腰痛症(n=50)

関節痛・リウマチ(n=50)

アレルギー性疾患・花粉症(n=117)

湿疹・皮膚炎（アトピー含む）(n=71)

白内障・緑内障(n=142)

睡眠障害（不眠症）(n=77)

めまい(n=27)

耳鳴り(n=27)

かぜ・感冒(n=10)

発達障害(n=14)

その他精神疾患(n=90)

その他(n=307)

※ 回答件数10件未満の疾病は解析から除外 99



患者がかかりつけ医を決めていない理由等（患者票）

○ 86.2％の患者がかかりつけ医を決めていたが、6.9％の患者はかかりつけ医を決めておらず、決める予定
もなかった。かかりつけ医を決めていない理由としては、医療機関にかかることがあまりない、その都度適
切な医療機関を選ぶ方が良いと思うが多かった。

○ 複数の医療機関を受診している患者について、紹介状をもらわずに受診している患者が47.9％であった。

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（外来患者票）
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かかりつけ医を決めていない理由(N=187)
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定期的（3ヵ月に1回以上）に通院している医療機関の

数が２箇所以上の場合の紹介状について(N=289)

いずれかの医療機関について、紹介状をもらい受診している

いずれの医療機関についても、紹介状をもらわずに受診している

その他
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(N=2,519)
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今後、かかりつけ医にするつもりである
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患者がかかりつけ医を決めていない理由等（インターネット調査）

○ 48.4％の患者がかかりつけ医を決めていたが、30.4％の患者はかかりつけ医を決めておらず、決める予
定もなかった。かかりつけ医を決めていない理由としては、医療機関にかかることがあまりないが多かった。

○ 複数の医療機関を受診している患者について、紹介状をもらわずに受診している患者が42.9％であった。

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（インターネット調査票）
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いずれの医療機関についても、紹介状をもらわずに受診している
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院内で採用している外来化学療法に用いる薬剤の後発品の割合

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（病棟票A）
※ 令和５年６月１日時点におけるデータに基づき集計

○ 外来腫瘍化学療法診療料を届け出ている施設において、抗悪性腫瘍薬（バイオ医薬品）における後発医
薬品の割合については、０以上10％以下（173施設（24％））、40％より大きく50％以下（165施設（22.8％）、
及び90％より大きく100％以下（115施設（15.9％））の群において、多い傾向であった。

○ バイオ医薬品以外の抗悪性腫瘍薬における後発医薬品の割合については、70％より大きい施設が、
54％であった。
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外来化学療法実施施設としての対応の有無及び割合

○ 外来化学療法実施施設において、「医師、看護師、及び薬剤師と共同して、注射による外来化学療法の
実施その他の必要な治療管理を実施」、「副作用等に関する相談」、「患者からの電話等による緊急の相
談等に対する相談窓口を設けている」、「緊急で入院できる体制の整備されていること」については高い割
合で実施されていた。

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（病棟票A）
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外来化学療法実施施設としての対応の有無及び割合（n=751）

合計 割合

01 外来化学療法の実施に向けて、医師、看護師、及び薬剤師等と共同して、注射による外来化学療法の実施その他の必要な治療管理を行っている
02 当該化学療法のレジメンについて、副作用等に関する相談に応じている
03 当該化学療法のレジメンの期間内における、副作用等による来院（診療時間外を含む）に関して、患者からの電話等による緊急の相談等に対する相談

窓口を設けている
04 当該化学療法のレジメンの期間内における、副作用等による来院（診療時間外を含む）に関して、緊急で入院ができる体制が整備されている
05 04で入院体制が整備されていない場合については、他の保険医療機関との連携により緊急時に当該患者が入院できる体制が整備されている
06 医療機関で実施される化学療法のレジメンの妥当性を評価し、承認する委員会において、承認・登録されている全てのレジメンのうち、外来で実施可

能なレジメンの割合を提示している
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外来化学療法実施施設の対応内容について、院内掲示状況

○ 外来化学療法実施施設における取り組み内容について、 「医師、看護師、及び薬剤師と共同して、注射
による外来化学療法の実施その他の必要な治療管理を実施」、「副作用等に関する相談」については
70％以上の施設において、その内容を院内で掲示していた。

〇 「医療機関において実施されている化学療法のレジメンの妥当性を評価し、承認・登録されている全ての
レジメンのうち、外来で実施可能なレジメンの割合」について院内で掲示している割合は28.1％であった。

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（病棟票A）

01 外来化学療法の実施に向けて、医師、看護師、及び薬剤師等と共同して、注射による外来化学療法の実施その他の必要な治療管理を行っている
02 当該化学療法のレジメンについて、副作用等に関する相談に応じている
03 当該化学療法のレジメンの期間内における、副作用等による来院（診療時間外を含む）に関して、患者からの電話等による緊急の相談等に対する相談

窓口を設けている
04 当該化学療法のレジメンの期間内における、副作用等による来院（診療時間外を含む）に関して、緊急で入院ができる体制が整備されている
05 04で入院体制が整備されていない場合については、他の保険医療機関との連携により緊急時に当該患者が入院できる体制が整備されている
06 医療機関で実施される化学療法のレジメンの妥当性を評価し、承認する委員会において、承認・登録されている全てのレジメンのうち、外来で実施可

能なレジメンの割合を提示している
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外来化学療法実施施設の対応内容について、院内の見やすい場所への掲示状況（n=349）

合計 割合
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外来化学療法実施施設の対応内容について、ホームページへの掲示状況

○ 外来化学療法実施施設における取り組み内容について、 「副作用等による来院（診療時間外を含む）に
関して、患者からの電話等による緊急の相談等に対する相談窓口を設けている」については、58.6％の施
設では、その内容をホームページに掲示していた。

○ 「医療機関において実施されている化学療法のレジメンの妥当性を評価し、承認・登録されている全ての
レジメンのうち、外来で実施可能なレジメンの割合」について院内で掲示している割合は26.4％であった。

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（病棟票A）

01 外来化学療法の実施に向けて、医師、看護師、及び薬剤師等と共同して、注射による外来化学療法の実施その他の必要な治療管理を行っている
02 当該化学療法のレジメンについて、副作用等に関する相談に応じている
03 当該化学療法のレジメンの期間内における、副作用等による来院（診療時間外を含む）に関して、患者からの電話等による緊急の相談等に対する相談

窓口を設けている
04 当該化学療法のレジメンの期間内における、副作用等による来院（診療時間外を含む）に関して、緊急で入院ができる体制が整備されている
05 04で入院体制が整備されていない場合については、他の保険医療機関との連携により緊急時に当該患者が入院できる体制が整備されている
06 医療機関で実施される化学療法のレジメンの妥当性を評価し、承認する委員会において、承認・登録されている全てのレジメンのうち、外来で実施可

能なレジメンの割合を提示している
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外来化学療法を行う施設の機能のホームページへの掲示状況（n=420）

合計 割合
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○ 外来化学療法加算を届け出ている施設において、バイオ医薬品における後発医薬品の割合については、
０以上10％以下である割合の施設は300施設（43.1％）であったが、40％より大きく50％以下である割合の
施設数は216施設（31.0％）であり、２番目に多かった。

○ 支持療法に用いる医薬品の後発医薬品の割合については、 ０％以上10％未満である施設が432施設
（65.7％）と多かった。

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（病棟票A）

院内で採用している外来化学療法に用いる薬剤の後発品の割合
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１．共通項目

２．令和５年度各調査項目

（１）一般病棟入院基本料等における「重症度、医療・看護必要度」の施設基準等の見直しの影響に

ついて（その２）

（２）特定集中治療室管理料等の集中治療を行う入院料の見直しの影響について（その２）

（３）地域包括ケア病棟入院料及び回復期リハビリテーション病棟入院料の実績要件等の見直しの

影響について（その２）

（４）療養病棟入院基本料等の慢性期入院医療における評価の見直しの影響について（その２）

（５）新興感染症等にも対応できる医療提供体制の構築に向けた評価等について（その２）

（６）医療従事者の負担軽減、医師等の働き方改革の推進に係る評価等について（その２）

（７）外来医療に係る評価等について（その２）

（８）医療資源の少ない地域における保険医療機関の実態について

３．その他の調査結果
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医療資源の少ない地域でのヒアリング調査について

令和５年度 令和５年度入院・外来医療等における実態調査
医療資源の少ない地域における保険医療機関の実態について（ヒアリング調査）

【調査の概要】
１．調査対象
医療資源の少ない地域に所在する保険医療機関 12施設

２．調査日
７月24日（月）～８月18日（金）の期間に適宜ヒアリングを実施

３．調査内容
医療資源の少ない地域に配慮した診療報酬項目の算定状況、職員体制、患者特性、地域
の医療機関との連携状況等

【附帯意見（抜粋）】

２ 一般病棟入院基本料や高度急性期医療に係る評価、地域で急性期・高度急性期医療を集中的・効率
的に提供する体制について、今回改定による影響の調査・検証を行うとともに、入院患者のより適切な評
価指標や測定方法等、入院料の評価の在り方等について引き続き検討すること。

診調組 入－１
５ ． ９ ． ２ ９
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医療資源の少ない地域でのヒアリング結果①

医療機関の主な意見等

入院について

○急性期
・ 救急患者は受け入れるが、十分な医師の確保が困難なため、手術を必要とす
る患者や高度急性期の患者はほとんど転院となる。
・ 周囲の医療機関と輪番制を構築していたが、医師の高齢化により輪番制が廃
止となって継続困難となり廃止となった。
・ 地域連携ネットワークを導入したおかげで急性期疾患の患者の経過を確認でき
るようになり、回復期に移行し地域に戻ってくるときの計画を立てやすくなった。

○回復期
・ 地域に回復期リハビリテーション病棟が少なく、遠方にあるため患者や家族に
負担がかかる。
・ 自院で回復期リハビリテーション病棟を届出できるほど周辺地域に対象となる
患者がいないため、回復期に集中的なリハビリテーションを必要とする場合、地
域包括ケア病棟に入院となる場合があり、包括評価のため経営上の負担になる。
・ 周辺に医療機関がなく機能分化ができないため、急性期も回復期も担う医療機
関は地域包括ケア病棟の自院からの転棟割合の要件を満たすのが難しい。

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（ヒアリング）

診調組 入－１
５ ． ９ ． ２ ９
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医療資源の少ない地域でのヒアリング結果②

医療機関の主な意見等

外来・在宅について

○ 在宅医療
・ 医師の数が少ないため、在宅療養支援診療所を維持していくための医師の24
時間対応体制の構築が負担になっている。
・ 在宅のニーズの増加に合わせて、訪問診療や往診の体制を整えていきたいが、
そもそもの医師の数等が不足しており難しい。
・ 施設に入所する患者が増加しており、看取りの件数自体は減ってきている。
・ 自宅までの距離が遠く離れており、自施設から20km離れた訪問看護ステーショ
ンの方が近いような患者の場合は、一旦そこの看護師に依頼して様子を見てもら
うことがある。

○ 情報通信機器を用いた診療
・ 必要な患者に往診を提供できる様に努力しているが、遠方の患者は移動時間も
かかり医師の負担になる。患家の近くの訪問看護ステーションから看護師が向か
い、D to P with Nでの診療体制ができたら良い。
・ オンライン診療での費用が低く、患者の指導や医療機関内での体制の整備に
時間がかかるのに対して、採算がとれない。
・ 普及を目指しているが、患者は高齢者が多く、デバイスをうまく扱えないため、
中々オンライン診療を希望する患者がいない。
・ D to P with Nの取組を進めたいが、そもそも看護師の数が足りない。
・ オンライン診療導入の意向はあるが、ソフトや機器の値段が高く購入が困難。

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（ヒアリング）

診調組 入－１
５ ． ９ ． ２ ９



設問 医療機関の主な意見等

医療資源の少ない地域
に係る診療報酬項目に
ついて

・ 専従の要件を満たす医療従事者の確保が困難である。
・ 連携を要件としている加算はそもそも周辺に連携のとれる医療機関が少なく、
要件を満たすのが困難。
○ 入退院支援加算
・ 入退院支援部門に配置する人材の確保が困難。
・ 家族が遠方にいると退院支援計画書の同意がもらえない場合がある。
○ 処置の休日加算１、時間外加算１及び深夜加算１
・ 当直日数の基準を満たすのが困難。
○ 手術の休日加算１、時間外加算１及び深夜加算１
・ 全身麻酔の手術件数の要件を満たせない。
○ 遠隔画像診断
・ ソフト・ハード共に費用負担が大きい。
○ 医師事務作業補助体制加算
・ 業務負荷の軽減に寄与しているが、医師の減少の負担の増加の方が大きい。
○ 超急性期脳卒中加算
・ 対応できる医師を確保できず、施設基準が満たせない。

その他

○ コロナの影響で講習会やカンファレンスのオンラインでの開催が増えたことで、
移動時間も減り、業務の負担が軽減された。
○ 地域に急性期の病院がなく、自院で急性期の患者を多く受け入れているので、
宿日直許可の取得が困難。
○ 医療従事者の人材不足や患者の減少もあり、医療機関の努力で採算を合わ
せることに限界が来ている。
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医療資源の少ない地域でのヒアリング結果③

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（ヒアリング）

診調組 入－１
５ ． ９ ． ２ ９



１．共通項目

２．令和５年度各調査項目

（１）一般病棟入院基本料等における「重症度、医療・看護必要度」の施設基準等の見直しの影響に

ついて（その２）

（２）特定集中治療室管理料等の集中治療を行う入院料の見直しの影響について（その２）

（３）地域包括ケア病棟入院料及び回復期リハビリテーション病棟入院料の実績要件等の見直しの

影響について（その２）

（４）療養病棟入院基本料等の慢性期入院医療における評価の見直しの影響について（その２）

（５）新興感染症等にも対応できる医療提供体制の構築に向けた評価等について（その２）

（６）医療従事者の負担軽減、医師等の働き方改革の推進に係る評価等について（その２）

（７）外来医療に係る評価等について（その２）

（８）医療資源の少ない地域における保険医療機関の実態について

３．その他の調査結果
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適切な意思決定に係る指針の策定状況（入院）

○ 「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえた適切な
意思決定支援に関する指針について、急性期一般病棟入院料１の届出をしている医療機関では77.0％
の割合であった一方、地域一般病棟入院料を有する医療機関では、指針を作成していない割合がその
他の医療機関と比較して少なかった。

○ 地域包括ケア病棟、緩和ケア病棟等を有する医療機関は当該指針の活用状況の把握や指針の見直し
を行っている割合が他の医療機関と比べて高かった。

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（入院施設票） 113

80.4%

71.1%

70.2%

73.0%

68.3%

85.7%

80.7%

81.2%

69.1%

70.6%

75.8%

79.6%

72.3%

70.0%

80.0%

75.4%

71.4%
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急1 (n=489)

急2～3 (n=38)

急4～6 (n=228)

地1～2 (n=37)
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地ケ3～4 (n=17)

回1 (n=194)

回2 (n=54)

回3 (n=65)

回4 (n=10)

回5 (n=10)

療1 (n=240)

療2 (n=35)

療養経 (n=22)

緩1 (n=110)

緩2 (n=82)

定期的な当該指針の活用状況の把握や

指針の見直しの有無

あり なし

※療養病棟入院基本料（療養病棟入院基本料の注11に規定される点数を届け出ている施設

※ ※
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89.4%
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0% 20% 40% 60% 80% 100%
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急2～3 (n=52)

急4～6 (n=364)

地1～2 (n=64)

地3 (n=143)

専門 (n=7)

特機 (n=60)

地ケ1 (n=351)

地ケ2 (n=210)

地ケ3～4 (n=17)

回1 (n=288)

回2 (n=67)

回3 (n=100)

回4 (n=12)

回5 (n=14)

療1 (n=271)

療2 (n=47)

療養経 (n=24)

緩1 (n=123)

緩2 (n=91)

適切な意思決定に係る指針作成の有無

あり なし



77.4%

51.9%

67.0%

76.2%

42.9%

70.8%

69.2%

68.0%

67.1%

72.2%

66.4%

71.6%

67.0%

68.5%

65.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

地域包括診療料届出あり (n=53)

地域包括診療加算届出あり (n=27)

地域包括診療料・加算届出なし (n=106)

認知症地域包括診療料届出あり (n=21)

認知症地域包括診療加算算定あり (n=7)

認知症地域包括診療料届出・加算算定なし (n=137)

かかりつけ医機能研修修了医師あり (n=91)

かかりつけ医機能研修一部修了医師あり (n=25)

かかりつけ医機能研修修了医師なし (n=70)

認知症サポート医養成研修事業修了医師あり (n=79)

認知症サポート医養成研修事業修了医師なし (n=107)

かかりつけ医認知症対応力向上研修事業修了医師あり (n=74)

かかりつけ医認知症対応力向上研修事業修了医師なし (n=109)

機能強化加算届出あり (n=146)

機能強化加算届出なし (n=38)

定期的な当該指針の活用状況の把握や

指針の見直しの有無

あり なし

66.3%

26.7%

23.8%

50.0%

21.9%

30.4%

38.4%

28.7%

23.0%

42.7%

24.0%

36.6%

25.7%

47.4%

12.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

地域包括診療料届出あり (n=80)

地域包括診療加算届出あり (n=101)

地域包括診療料・加算届出なし (n=446)

認知症地域包括診療料届出あり (n=42)

認知症地域包括診療加算算定あり (n=32)

認知症地域包括診療料届出・加算算定なし (n=450)

かかりつけ医機能研修修了医師あり (n=237)

かかりつけ医機能研修一部修了医師あり (n=87)

かかりつけ医機能研修修了医師なし (n=304)

認知症サポート医養成研修事業修了医師あり (n=185)

認知症サポート医養成研修事業修了医師なし (n=445)

かかりつけ医認知症対応力向上研修事業修了医師あり (n=202)

かかりつけ医認知症対応力向上研修事業修了医師なし (n=424)

機能強化加算届出あり (n=308)

機能強化加算届出なし (n=312)

適切な意思決定に係る指針作成の有無

あり なし

適切な意思決定に係る指針の策定状況（外来）

○ 「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえた適切な
意思決定支援に関する指針について、地域包括診療料の届出の医療機関において、指針を作成してい
る割合、当該指針について活用状況の把握や指針の見直しを行っている割合が高かった。

出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（外来施設票） 114



115出典：令和５年度入院・外来医療等における実態調査（施設調査票（A票））

○ 令和４年度改定で新設された術後疼痛管理チームを届出を行っている施設は、12%であった。
○ 届出していない理由は、所定の研修を修了した専任の薬剤師及び看護師の確保が難しいとの理由が多
かった。

術後疼痛管理チームの届出状況等

あり なし

■術後疼痛管理チームの届出状況
(n=1438)

42%

66%

24%

69%

23%

0% 50% 100%

麻酔に従事する常勤の医師がいないため

所定の研修を修了した専任の看護師の確保が難し

いため …

経験年数を満たす看護師が足りないため

所定の研修を修了した専任の薬剤師の確保が難し

いため

経験年数を満たす薬剤師が足りないため

■届出していない理由 (n=1200)

1272施設(88%)

166施設(12%)

（回答施設割合、複数回答可）


